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経済企業委員会会議録 

 

平成２９年１０月１１日 水曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ２時３８分閉議（実時間１９０分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第７２号・平成２９年度八代市一般会

計補正予算・第４号（関係分） 

１．議案第７３号・平成２９年度八代市簡易水

道事業特別会計補正予算・第１号 

１．議案第７４号・平成２９年度八代市水道事

業会計補正予算・第１号 

１．議案第７６号・和解及び損害賠償の額を定

めることについて 

１．議案第８４号・八代市企業立地促進に関す

る固定資産税の課税免除を定める条例及び八代

市企業立地の促進等による地域における産業集

積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１

項の規定に基づく準則を定める条例の一部改正

について 

１．議案第６９号・平成２８年度八代市水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について 

１．議案第７０号・平成２８年度八代市病院事

業会計決算の認定について 

１．陳情第３号・細川三斎公御荼毘所甘棠園跡

地周辺の整備について 

１．陳情第４号・八代市食肉センター跡地利活

用について 

１．陳情第７号・森林環境税（仮称）の早期実

現に関する意見書の提出方について 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

 ・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

  （農業委員会法の改正と本市の対応状況に 

   ついて） 

  （八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）の整備 

   について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  西 濵 和 博 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     黒 木 信 夫 君 

  農林水産部次長   橋 永 高 徳 君 
 
  農業振興課長兼 
            豊 田 浩 史 君 
  食肉センター場長 
 

  農林水産政策課長  小 堀 千 年 君 
 
  農林水産政策課副主幹 
            田 島 良 洋 君 
  兼営農支援室長 
 

 経済文化交流部長   辻 本 士 誠 君 

  経済文化交流部次長 福 元 章 三 君 

  経済文化交流部次長 桑 原 真 澄 君 

  理事兼スポーツ振興課長 下 村 孝 志 君 

  商工政策課長    豊 本 昌 二 君 

  文化振興課長    一 村   勲 君 

 部局外 

  水道局長      宮 本 誠 司 君 

  市立病院長     森 崎 哲 朗 君 
 
  市立病院事務部 
            田 中 智 樹 君 
  事務長兼医事係長 
 

  農業委員会事務局長 橋 本 勇 二 君 

                              

○記録担当書記     増 田 智 郁 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 
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○委員長（成松由紀夫君） それでは定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから経

済企業委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第７２号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算・第４号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、予算議

案の審査に入ります。 

 まず、議案第７２号・平成２９年度八代市一

般会計補正予算・第４号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費及び第１

０款・災害復旧費について、農林水産部から説

明を願います。 

○農林水産部長（黒木信夫君） 改めましてお

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり） 

 ただいま議案となっております議案第７２号

・平成２９年度八代市一般会計補正予算・第４

号中、当委員会に付託されました農林水産部関

係分につきまして、農林水産部の橋永次長より

説明をいたしますので、御審議方よろしくお願

いいたします。 

○農林水産部次長（橋永高徳君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）農林水産部次長の橋永でございます。よ

ろしくお願いいたします。座って御説明させて

いただきます。 

 それでは、議案第７２号・平成２９年度八代

市一般会計補正予算・第４号中、当委員会に付

託されました農林水産部関係について御説明い

たします。別冊の一般会計補正予算書の１４ペ

ージをお開きください。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費で、補正額１億１８８１万４０００

円を計上し、補正後の金額を２０億４０３７万

２０００円とするものです。 

 説明欄の事業ごとに御説明いたします。 

 まず、山村振興関係事業として、補正額７０

０万円を計上しております。これは、県の中山

間農業モデル地区支援交付金を活用し、中山間

地のモデル地区として指定された鶴喰地区が策

定したビジョンに基づき、基盤整備事業や施設

整備など、地域を総合的に支援するために要す

る経費を補助するものでございます。 

 事業実施主体は、農事組合法人鶴喰なの花村

で、補助の内訳としましては、暗渠排水整備や

土壌改良など基盤整備として１０８万４０００

円、簡易ハウス施設や田植え機導入など、施設

整備として５９１万６０００円の補助を行いま

す。 

 なお、特定財源としましては、全額県支出金

を予定いたしております。 

 続きまして、経営体育成支援事業（豪雨災害

関連）としまして、６１４５万８０００円を計

上しております。これは、７月４日の台風３号

などにより被災した中心経営体等の農業経営の

改善に必要な支援を行うものでございます。 

 内容としましては、人・農地プランに位置づ

けられた中心経営体等が融資機関から融資を受

け、被災したハウスなどを復旧する際、融資残

について補助金を交付することにより、主体的

な経営展開を支援する融資主体型補助事業補助

金でございます。 

 なお、本事業の計上額にきましては、被害状

況調査により把握している被害額をもとに積算

しております。具体的には、ハウスの被害２億

４８６万１０００円に補助率１０分の３を乗じ

て、６１４５万８０００円としているところで

す。 

 特定財源としましては、全額県支出金を予定

いたしております。 

 続きまして、台風被害復旧対策事業（豪雨災

害関連）としまして、４９８８万７０００円を
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計上しております。こちらは、７月４日の台風

３号により被災した園芸農家の経営再建に向け

た取り組みへの緊急支援をソフト事業とハード

事業により行うものでございます。 

 ソフト事業の内容といたしましては、台風被

害農産物生産復旧支援事業８８万７０００円と

なり、内訳は土壌病害対策が２５万８０００円、

病害まん延防止等対策が６２万円、生育対策９

０００円となっております。 

 なお、ソフト事業の特定財源としましては、

全額県支出金を予定しております。 

 ハード事業の内訳としましては、台風被害生

産施設復旧対策事業４９００万円としておりま

す。こちらの事業も先ほど説明しました経営体

育成支援事業と同様に被害金額をもとに積算し

ております。具体的には、被害金額２億４８６

万１０００円からみなし共済金８１９４万４０

００円を差し引いた額である１億２２９１万７

０００円に補助率１０分の４を乗じ、端数を切

り捨てたところで４９００万円としているとこ

ろです。 

 なお、ハード事業の特定財源としましては、

県支出金を２４５０万円予定いたしております。 

 ただいま御説明いたしました経営体育成支援

事業と台風被害復旧対策事業は、豪雨災害関連

事業としては類似の事業となりますが、この２

つの事業の相違点を簡単に申し上げますと、経

営体育成支援事業は融資機関からの融資残につ

いて補助を行うものであること、被災農業者が

人・農地プランに位置づけられた中心経営体等

であること、補助額の財源は全額国であること

に対し、台風災害復旧対策事業のハード事業は、

融資を受けることや人・農地プランに位置づけ

られるなどの条件を満たさない被災農業者に対

しても、県による単県補助と市の単独補助によ

る復旧支援を行うものであることでございます。

補助率の違いや限度額の設定などに違いがあり、

被災事業主体ごとに当該要件を整理しながら、

それぞれに利用できる事業について精査をして

いく必要がございます。 

 なお、これらの事業内容の比較表については、

別冊になりますが、平成２９年度９月補正の概

要の５ページの後段に比較表を掲載いたしてお

ります。 

 続きまして、目８・農地費では、補正額１０

００万円を計上し、補正後の金額を１１億８９

６４万３０００円とするものです。説明欄の農

地耕作条件改善事業については、来年度に整備

を予定していた事業について、国の予算措置に

より前倒しして実施が可能となったため、事業

に要する経費を補正するものです。 

 事業の内容といたしましては、下村内田地区

の配水路の改修に係る工事請負費１０００万円

となっております。 

 なお、特定財源としましては、県支出金６５

０万円、市債３１０万円を予定いたしておりま

す。 

 続きまして、目９・水田営農活性化対策推進

事業費では、補正額５５０万２０００円を計上

し、補正後の金額を２５７４万８０００円とす

るものです。くまもと土地利用型農業競争力強

化支援事業としまして、４３６万円を計上いた

しております。これは、県のくまもと土地利用

型農業競争力強化支援事業補助金を活用し、農

地集積化による目標面積の増加に対応するため、

面積増加分に対応できるコンバインの導入に要

する経費の一部を補正するものでございます。 

 事業実施主体はアグリ平和で、事業内容とし

ましては、４条刈りの自脱型コンバインの１台

の導入、総事業費は９４１万８０００円であり、

補助金額は総事業費から消費税を除いた額の２

分の１に当たる４３６万円となっております。 

 なお、特定財源としましては、全額県支出金

を予定いたしております。 

 次の飼料用米等利用拡大支援事業としまして、

１１４万２０００円を計上いたしております。
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これは、県の飼料用米等利用拡大支援事業補助

金を活用し、飼料用米の給与量、給与方法の検

討、価格低減を図るため、籾米サイレージ調整

技術の習得及び技術向上への支援や、籾米サイ

レージの給与実証支援に要する経費の一部を補

正するものでございます。 

 実施主体は八代ワラ収集組合で、主な事業内

容といたしましては、籾米サイレージ製造にか

かわる資材の購入、籾米サイレージを与えた牛

の記録観察、体重測定などです。総事業費は１

１４万２０００円であり、補助金額は同額とな

っております。 

 なお、特定財源としましては、全額県支出金

を予定いたしております。 

 資料の１５ページをお願いいたします。 

 農林水産業費、項２・林業費、目２・林業振

興費で、補正額２０７万２０００円を計上し、

補正後の金額を１億１６４３万円とするもので

す。森林災害復旧事業といたしまして、２０７

万２０００円を計上いたしております。こちら

は、６月２４日から２５日にかけての梅雨前線

豪雨により被災した林業作業道の災害復旧に係

る経費について、事業主体である森林組合に補

助するものでございます。 

 内容としまして、小石線のほか３路線、被災

延長７３５２メートルの森林作業道補修にかか

わる総事業費２９６万円に対し、市の補助要項

に基づき総事業費の１０分の７に当たる２０７

万２０００円を補助いたします。 

 資料の１８ページをお願いいたします。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費、目１・農業施設災害復旧費で、補

正額２１０万円を計上し、補正後の金額を２３

７８万１０００円とするものです。こちらは、

６月２４日から２５日にかけての梅雨前線豪雨

により被災した農業用施設の災害復旧に要する

経費の一部を補正するものでございます。 

 内容といたしましては、坂本地区の百済来上

地区排水路の災害復旧工事２１０万円となって

おります。 

 特定財源とまして、県支出金として１３６万

５０００円、市債６０万円を予定いたしており

ます。 

 続きまして、目２・林道施設災害復旧費では、

補正額５６３０万１０００円を計上し、補正後

の金額を７５４３万９０００円とするものです。

こちらは、６月２４日から２５日にかけての梅

雨前線豪雨により被災した林道の災害復旧費に

ついて補正するものでございます。 

 内訳を申し上げます。委託料として、泉地区

の林道菊池人吉線の地質調査業務に３６０万、

橋梁詳細設計費２１６万円の合計５７６万円と

なっております。 

 また、工事請負費として泉地区の林道菊池人

吉線ほか１路線で５０５４万１０００円となっ

ております。 

 特定財源といたしましては、県支出金３１７

７万４０００円、市債２０００万円を予定いた

しております。 

 以上で、一般会計補正予算・第４号中、農林

水産部関係分の説明を終わります。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 経営体育成支援事業と

台風被害復旧対策事業の説明を受けたんですが、

７月４日の台風においてですよ、八代市域でど

のくらいの農家さんが被害を受けられたのかと

いう点と、台風被害のほうには受益戸数、数が

書いてあっじゃなかですか。で、こっち、経営

体のほうは受益戸数はなかっですが、その受益

戸数、こっちは何件あるのか。で、かぶるのか

かぶらないのか、その辺をちょっともう少し詳

しくお知らせください。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史
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君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）農業振興課豊田でござ

います。 

 さっきの台風の被害についてでございますが、

まず被害の内容としまして、ビニールハウスの

破損、これが２２１件、内訳としまして野菜の

ビニールハウスとしましてトマト１７５件、メ

ロン１件、イチゴ２０件、あとアスパラ１２件、

エンドウ２件、キャベツ１件というふうになっ

ております。 

 果樹のビニールハウスの被害、一部破損とい

うことで、被覆材の破損でございます。３件で

晩白柚１件、デコポン２件、花卉におきまして

も２件のビニールハウスが被災しております。 

 その後、ハウス本体の損壊状況ですが、７０

件でございます。これはビニールハウスの倒壊

が１７件となっております。一部の破損という

ことで５３件上がっております。 

 主に園芸関係での被害は以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 今度の被害対策の件数ですが、県単独事

業分、ハードでございますが、受益戸数が３０

戸、そしてハウスの件数が３５件ということに

なっております。県の事業のみの対象と。この

うち、全体では３５件の農家さん、それと４０

件のハウスの件数があったんですが、このうち

経営体育成支援事業のほうに転換される方、対

象としまして、現時点で約９件ほどの方がそち

らの対象になられるような状況になっておりま

す。まだ正式な審査ができておりませんけれど

も、そういうような数になっております。（委

員亀田英雄君「なら、かぶらんとですたいね」

と呼ぶ） 

○農林水産政策課長（小堀千年君） ただいま

豊田課長のほうが御説明しましたのを、少し私

のほうから補足させていただきたいと思います。 

 この経営体育成支援事業と県の事業のハード

部分、これ、かぶっとる人がいるかどうかって

いう御質問、受益者がかぶっとるかという御質

問かと思いますが、予算の概要のほうには被害

額ということで今回計上させていただいており

まして、７０戸で２億４００万の被害、これに

１０分の３の補助率を掛けて今回補正予算を計

上しとるということでございますけども、その

後、県のほうに提出いたしまして集計しました

結果、国の経営体育成支援事業のほうは、今、

豊田課長が申しましたように９戸の申請があっ

たところでございます。県の事業と同時に、こ

れ、受けることも可能なわけでございますが、

一緒に受けられる方は、そのうちの５件が県と、

この国の事業を同時に受けられるという状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） 多くの方が被害を受け

られっとですが、自分でやっぱ申請、自己申告

で補助金の申請というのは行われるんですか。

被害額とか、その基準っていうとはあっとです

か。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 基本的に自己申告が原則でございます。

これは説明会など、ＪＡの広報紙にもチラシを

配りまして、あと経営体育成支援のほうは、認

定農業者の方々には直接個別のメール配信など

をして、事業の周知、告知を行ったところでご

ざいます。 

 あと、基準額ということでございましたが、

事業対象基準額は、先ほど次長のほうが説明し

たとおりでございますが、県単事業のハウスの

損壊の基準額は、単棟ハウス、簡易な単棟ハウ

スが１０アール当たり３００万円を基準、それ

と連棟ハウスになりますと、１０アール当たり

６００万円を基準に被害額を算定しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 経営体育
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成支援事業のほうも少し御説明させていただき

ますと、これ、事業を受けられるのは、下限額

というのが決まっておりまして、５０万円以下

のものは事業の対象とはならないということで

ございます。上限が３００万円となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） その５０万円っていう

金額はどなたの算定になるとですか。被害算定

っていうとは。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 復旧費用

の事業費５０万円という下限がございますけど、

これは事業主体さん、農家さんに見積もりをい

ただいてということ、業者の方に見積もりをい

ただいて、それ以下のものであると、もうこの

事業の対象にならないというようなことでござ

います。（委員亀田英雄君「わかりました」と

呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（西濵和博君） 私もただいまの豪雨災

害関連で、２つの事業について基本的なことを

お尋ねしたいと思います。 

 台風豪雨等が発生して、関係の農家の皆さん

が被災されたと、全壊とか一部の損壊等さまざ

まかと思いますんですけども、この２つの財政

支援措置を受けられる過程におきまして、当面

農家が自前の資金をですね、繰り出すような必

要が発生してるのかどうか、いわゆる自前で一

旦対応してて、後からお受け入れするとか、そ

ういう状況も現にあるのかどうか念のため確認

したいと思います。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 県単独事業におきましては、ハード分も

対象となってるほかに、ソフト、緊急的に病害

虫防除など行う必要がございます。特にイチゴ

の育苗段階におけますイチゴの苗、それと露地

野菜の苗ですね、そういったものに対して病気

が蔓延しないように防除、病害虫防除を行う必

要があります。それを速やかに農家さんは対応

されて、その分に対して後づけでこの事業採択

を行うということになっております。 

 それと、露地野菜の育苗施設が倒壊した部分

もございますので、それについてはもう早急に

復旧を行っていただいた後で、対象事業採択と

いう運びで進んでおりますので、まずは農家さ

んが自己資金で対応されたものを、被害額に応

じて採択していくということで進めております。 

 以上でございます。 

○農林水産政策課副主幹兼営農支援室長（田島

良洋君） おはようございます。（｢おはよう

ございます」と呼ぶ者あり）営農支援室田島で

す。 

 経営体育成支援事業につきましても、県の事

業と同様で、事前にですね、災害が起こった後、

復旧された方が自前でされた分についても対象

になりますし、これからですね、先、事業が採

択された後ですね、復旧されるものについても

対象になるということで、事業のほうを進めて

いくところでございます。 

○委員（西濵和博君） それぞれの事業で仕組

み、確認させていただきました。こういった不

測の事態等に対しまして、国、県の財政支援と

いうことで、手続上そういう形であるというこ

とは私も理解をいたしました。 

 ただ、大きな被害を受けられた農家において、

急な自己資金が必要になるということは、いろ

いろ経営上の課題が一方ではあるのかなという

ふうに思います。制度上やむを得ないというこ

とも理解しますが、こういう機会をとらまえて、

実際、被害に遭われた方々の御意見等をですね、

役所のほうでも耳を傾けていただき、機会があ

れば、県、国等においてですね、実際のお金の

流れのプロセスでもう少し何かこう工夫だとか、

融通がきかないか御検討いただければなという

ふうに思います。要望とさせていただきます。 
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 以上です。ありがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、副委員長の要

望内容、分をもってよろしいですか。 

 ほかに何かございませんか。（｢なし」と呼

ぶ者あり） 

 ここで、委員長からお願いですが、この豪雨

災害関連、非常に生産者の方々に間違った情報

が行っていたり、何割負担、何割補助っていう

ことでですね、いろんな憶測も飛び交っている

ところでございます。そういったところも田島

室長がしっかり丁寧に御説明されておられてる

ところではございますが、担当部におかれては

ですね、しっかり市民の方々に誤解のないよう

な周知の徹底をよろしくお願い申し上げます。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。ご

ざいませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

第５款・農林水産業費及び第１０款・災害復旧

費についてを終了します。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２９分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第６款・商工費、第９款・教育

費について、経済文化交流部から説明をお願い

いたします。 

○経済文化交流部長（辻本 士誠君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）経済文化交流部の辻本でございます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第７２号・平成２９年度八代

市一般会計補正予算・第４号中、第６款・商工

費及び第９款・教育費の所管分につきまして、

福元次長が説明いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

○経済文化交流部次長（福元章三君） 皆さん、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）経済文化交流部の福元と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 恐れ入りますが、座って御説明させていただ

きます。 

 それでは、議案第７２号・平成２９年度八代

市一般会計補正予算書・第４号の１５ページを

ごらんください。 

 款６・商工費、項１・商工費、目２・商工振

興費、補正額２１０万円を計上し、補正後の額

が９億２７１２万円となっております。財源は

一般財源でございます。 

 この内訳としまして、右端の説明欄に記載し

ておりますみなと八代フェスティバル事業への

負担金でございます。このみなと八代フェステ

ィバルの開催が今年度第３０回記念となること

から、過去最大となる全長１５１メートルの護

衛艦きりさめの派遣が決定いたしましたので、

その派遣に要する経費でございます。 

 内訳としましては、護衛艦の離着岸時に必要

となるタグボート２隻分の費用１９８万２００

０円、また海上自衛隊員のおもてなしとして、

市内中心部へ運行するシャトルバスの経費１１

万８０００円でございます。 

 続きまして、その下段にあります目３・観光

費、補正額１９７万４０００円を計上し、補正

後の額が３億４４２０万円となっております。

財源は、特定財源の国、県支出金１００万円、

一般財源９７万４０００円でございます。 

 この内訳としまして、説明欄をごらんくださ

い。まず、泉観光施設管理運営事業として１１

０万円、財源は県支出金１００万円、一般財源

１０万円でございます。本事業は、県の癒しの

森整備支援事業補助金を活用し、泉地域の観光
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施設の１つでありますせんだん轟公園の県道か

ら轟の滝へ向かう遊歩道の一部補修を行うため

に要する経費でございます。 

 内容としましては、転落防止柵の設置及び路

面整備に係る修繕費１１０万円で、施工延長９

５メーターでございます。 

 次に、観光案内所（八代駅）管理運営事業と

して８７万４０００円、財源は一般財源でござ

います。本事業は、八代駅駅舎改築工事に伴い、

平成２９年１２月から仮駅舎新築工事が始まり

ますので、工事車両等の妨げとならないよう、

駅前広場に設置してあります観光看板の撤去等

に要する経費でございます。なお、撤去時期に

つきましては、八代駅前で行われております八

代妙見祭の演舞等に支障のない１１月下旬を予

定しております。 

 次に、１７ページをごらんください。 

 款９・教育費、項８・社会教育費、目２・社

会体育事業費、補正額１６８万６０００円を計

上し、補正後の額が２９５８万２０００円とな

っております。財源は一般財源でございます。 

 この内訳としまして、右端の説明欄に記載し

ております大規模スポーツ大会等誘致事業とし

て視察に要する費用でございます。これは、２

年ごとに開催されます女子ハンドボール世界選

手権大会が、平成３１年１１月３０日から１２

月１５日にかけて、熊本県のパークドーム熊本、

アクアドームくまもと、山鹿市総合体育館、八

代市総合体育館の４会場で開催が予定されてお

ります。この４会場の開催地である熊本県、熊

本市、山鹿市、八代市が合同で世界大会の円滑

な準備及び開催運営を行うため、ことしの１２

月１日から１７日にかけて開催されます２０１

７年ドイツ大会の視察に要する経費でございま

す。 

 内容としましては、ドイツ大会における運営

状況、関連施設の視察、国際ハンドボール連盟

との協議、調整に係る旅費３名分で１６８万６

０００円でございます。なお、視察日程につい

ては、熊本県に設置してあります国際スポーツ

大会推進事務局と調整の上、大会期間中であり

ます１２月１日から１７日において、３泊５日

程度を予定しております。 

 続きまして、その下段にあります目３・社会

体育施設費、補正額７９２万４０００円を計上

し、補正後の額が２億３９２７万３０００円と

なっております。財源は、地方債７５０万円、

一般財源４２万４０００円でございます。 

 この内訳としまして、右端の説明欄に記載し

ております社会体育施設改修事業（地震災害関

連）として行っています総合体育館及び東陽ス

ポーツセンターの改修工事の不足額を補うもの

でございます。これは、国の公共建築工事積算

基準の改定が行われたことに伴い、本市積算基

準の改定を本年２月１０日に行っておりますが、

この時点で既に本工事の設計、積算は完了して

いたため、請負金額には改定された積算額が含

まれていないことから、この改定に伴う不足額

７９２万４０００円でございます。 

 以上で御説明を終わります。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はございま

せんか。 

○委員（亀田英雄君） 今の、最後の話でです

ね、市債が９５％ですよね、今、東陽の体育館

の話。これ、後で足らんだったけん、見積もり

見直しとったけんが、不足分を払うっちゅう話

ですよね。続けますけん、ちょっと待ってよ。

で、７５０万円が市債で、補助金はなかったの

かちゅう話と、残りの５％はどこが、財源は何

かという話です。 

○理事兼スポーツ振興課長（下村孝志君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）スポーツ振興課下村と申します。

よろしくお願いします。 
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 亀田委員お尋ねの件でございますけれども、

今回の補正に伴います補助金はございません。

まずもって、昨年度施行の際にいろいろとしよ

りましたんですが、一部天井に係る補助金がご

ざいましたので、当初それを活用しております

が、これが限度額つきの補助金でありますため

に、今回の変更に伴う追加の補助金というのは

ございません。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（委員亀田英雄君「残りの５％の財源」と呼

ぶ） 

 残りの５％の財源について、下村課長。 

○理事兼スポーツ振興課長（下村孝志君） ５

％の財源については、一般財源、持ち出しでご

ざいます。（委員亀田英雄君「まあ、いいです。

了解しました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） 今の件に関連してお尋

ねいたします。 

 今回、改定影響額ということで３５００万余

計上してございますが、この割合っていうのは、

当初の契約金額に比してどれぐらいの割合、何

％ほど上積みになったのかというのが１点と、

２点目ですが、ここで、今回、補正で確定額と

お見込みの金額を計上なさっていらっしゃると

思いますけれども、今後、設計変更だとかそう

いったことは予想されないのか、今回で補正は

終わりなのか、１２月もまた何がしかあるのか、

そこら辺お尋ねしたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） どこが答弁します

か。 

○理事兼スポーツ振興課長（下村孝志君） ま

ずもってここの――、２番目の御質問でござい

ますけれども、この時期の変更等をいたしまし

たのは、執行残額を合わせまして、現場での設

計変更、そういったものも含んだところで、お

おむね事業費として固まってきたと。 

○委員長（成松由紀夫君） 課長、大きい声で

はっきりと。 

○理事兼スポーツ振興課長（下村孝志君） 事

業費としてですね、この時期、あと東陽スポー

ツセンターのほうが、今月、今週中にはほぼ完

了予定という話を聞いています。また、総合体

育館の大アリーナにつきましても、１２月の中

旬をめどにほぼ事業の内容については確定して

いるような状況であるというふうにお聞きしま

す。 

 ただ、委員がおっしゃられました今後の変更

については、確かに十分考えられるところでご

ざいますが、今回、工期が１２月を予定してお

ります関係で補正を今の時点で固まっている部

分で組ませていただいたというところでござい

ます。 

 それと、最初の御質問の、今回の補正の基準

改定の率でございますけれども、今、ただいま

計算中でございますので、答え出ましてからお

答えしたいと思いますが、ようございますでし

ょうか。あ、７.１％でございます。済みませ

ん。 

○委員長（成松由紀夫君） 課長、その前に

「というようなふうに聞いております」じゃな

くて、担当課だからしっかり把握した答弁をし

てください。よろしいですか。 

○委員（西濵和博君） 私がお尋ねした主意、

主旨と申しますのが、今回の増額の金額の内容

としては、当然、国の改定基準に基づいての分

と、設計変更等がないかというのを少し懸念し

たところでございますので、今の御答弁をお聞

きしますと、その設計変更分も含めての金額だ

というふうに受けとめるのがよろしいかなとい

うふうに解釈いたしました。 

 そこの点もあわせてですね、御説明いただけ

ると、私たち委員も理解が深まったのかなとい

うふうに思います。東陽スポーツセンター、そ
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れから総合体育館の完成の時期は私どもも承知

しておりましたので、今後、今回、改定額だけ

に限っての計上ということであれば、じゃあ、

その変更分はどうなるのかなというのが懸念さ

れましたので、一応一定の理解はしたいと思い

ます。ありがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（髙山正夫君） 意見についてでござい

ますけども、観光案内所の撤去ということで、

当然、ＪＲ側とは話ししてあるんだろうと思い

ますが、これについてまた新設っていう話はス

ムーズにいくのかですね、それとＪＲの駅舎の

改築であれば案内所もどうなのか、改修工事に

なるのか、そのあたりはわかってるんでしょう

か。 

○委員長（成松由紀夫君） それは質問です。

意見であれば。 

○委員（髙山正夫君） 意見ですね。じゃあ、

そのあたりをですね、把握していただくよう、

よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） みなと八代フェスティ

バルに伴う護衛艦寄港に関連します予算につい

てでございますが、予算計上の主旨と少し離れ

て申しわけございませんけれども、今回、八代

市のこのイベント開催に伴って、恐らく日本最

大級であろうと思います護衛艦が入港というの

は、大変な執行部の御尽力があったというふう

に思います。敬意を表したいと思います。せっ

かく今度祭りが予定されておりますので、昨年

の震災の折にも自衛隊は日本最大級のいずもを

ですね、八代港に寄港させて、県内、県民の救

済に物資、それから自衛隊の派遣に多大な御貢

献をいただきました。防災に強い八代港という

のもひとつ県民にしっかり認識されたかと思い

ます。 

 今回もこのような取り計らいができたという

ことは、いい機会でございますので、フェステ

ィバルのときにもですね、お集まりいただいた

市民にこういう取り組みが過去あったというこ

ともあわせてですね、ＰＲしていただけるとよ

ろしいかなというふうに思いますので、ぜひと

もお取り計らいよろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第７２号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算・第４号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４７分 本会） 

◎議案第７３号・平成２９年度八代市簡易水道

事業特別会計補正予算・第１号 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第７３号・平成２９年度八代市簡

易水道事業特別会計補正予算・第１号について、

水道局から説明を願います。 

○水道局長（宮本誠司君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

水道局の宮本でございます。着座にて説明をさ

せていただきます。 
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 議案第７３号・平成２９年度八代市簡易水道

事業特別会計補正予算・第１号について御説明

いたします。別冊になっております予算書の１

ページをお願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１３４５万６０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６０１８万

７０００円とするものでございます。 

 内容につきましては、事項別明細書で御説明

いたします。６ページをお願いいたします。 

 ３の歳出から説明させていただきます。款１、

項１・簡易水道事業費、目２・簡易水道維持管

理費でございますが、１４５万６０００円を追

加し、補正後の金額を４９７３万６０００円と

いたしております。 

 目３・簡易水道建設費でございますが、１２

００万円を追加し、補正後の金額を１億５６７

３万４０００円といたしております。これは、

坂本町の田上地区簡易水道におきまして、７月

中旬から水源井戸の能力が低下し、水道水の安

定供給が困難となり、原水確保のため近隣の板

持地区簡易水道の配水管と接続し、新たに送水

管を４５０メーター布設するもので、送水管布

設に要する工事費１２００万円と水道水の安定

供給が図られるまで水の運搬業務に要する経費

として委託料１２４万円、車両の借上料２１万

６０００円を追加補正するものでございます。 

 次に、２の歳入でございますが、款３・繰入

金、項１、目１・一般会計繰入金で１４５万６

０００円を増額し、補正後の金額を１億２７８

８万１０００円にいたしております。 

 款６、項１・市債、目１・簡易水道事業債で

１２００万円を増額し、補正後の金額を１億５

１００万円にいたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について、質疑を行います。質疑ございま

せんか。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。ご

ざいませんか。 

○委員（亀田英雄君） 水道ですけんが、困っ

てる方もたくさんいらっしゃるかと思いますの

で、一刻も早いですね、復旧をよろしくお願い

したいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第７３号・平成２９年度八代市簡易水道

事業特別会計補正予算・第１号について、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第７４号・平成２９年度八代市水道事業

会計補正予算・第１号 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第７４

号・平成２９年度八代市水道事業会計補正予算

・第１号について、水道局から説明を願います。 

○水道局長（宮本誠司君） 引き続き、説明さ

せていただきます。 

 議案第７４号・平成２９年度八代市水道事業

会計補正予算・第１号について、御説明いたし

ます。１ページをお願いいたします。 

 第２条、平成２９年度八代市水道事業会計予

算、第３条に定めた収益的収入及び支出の予定

額を補正するものでございます。 

 収入では、第１項・営業収益を２２万２００

０円補正し、水道事業収益５億５２１４万２０

００円を見込み、ページをめくりまして、支出
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では、第１項・営業費用を１７６万８０００円

補正し、水道事業費用４億９９８８万３０００

円を計上いたしております。 

 次に、補正予算に関する説明に移らせていた

だきます。５ページから６ページまでは、水道

事業会計の補正予算、実施計画でございますが、

詳細は後半で御説明いたしますので、省略させ

ていただきます。 

 ７ページをお開きください。予定キャッシュ

フロー計算書でございます。費用に対しまして

収益が不足する分、１５４万６０００円が当年

度純利益から減少し、右下にあります資金期末

残高も１５４万６０００円減少となります。 

 ８ページから１０ページまでの貸借対照表は、

企業の財政状況を明らかにするものでございま

して、内容につきましては省略させていただき

ます。 

 １１ページをお願いいたします。収益的収入

及び支出の詳細な内容でございます。 

 支出から御説明させていただきます。款１・

水道事業費用、項１・営業費用、目４・総係費

は、補償金１７６万８０００円を補正しており

ます。これは、水道局が業務委託しております

検針員が、本町１丁目で水道の検針を行ってい

た際にバイクの盗難に遭い、検針用に借用して

いましたマンション共用部の鍵を紛失したこと

に伴いまして、共用部を含む全６５戸の鍵交換

費用をマンション管理組合へ支払うため計上す

るものでございます。 

 続きまして、収入、款１・水道事業収益、項

１・営業収益、目３・その他の営業収益で２２

万２０００円を見込んでおります。これは、マ

ンション鍵紛失に伴う委託先の検針員負担分で

ございます。補正額の支出に対し収入が不足す

る額１５４万６０００円は、内部留保資金で補

塡いたします。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はございま

せんか。 

○委員（増田一喜君） 最後の１１ページなん

ですけどね、収入のとこ、その他の営業収益と

いうところで、説明で委託先検針員の負担分、

これが幾らかな、２２万２０００円になるのか

な、ありますけど、ここの収益って、これは下

のほうで鍵紛失に伴う補償金とかありますよね。

その補償金に払うのに、本人さんの過失分みた

いな感じで負担分ちゅうて入ってきよるんです

か。本人さんがこれ、出されるお金なんですか。 

○水道局長（宮本誠司君） こちらが検針員さ

んの責任分ということで、検針員さんから２２

万２０００円を繰り入れていただくと。一括し

て１７６万８０００円のほうは水道事業のほう

から管理組合さんのほうにお支払いするもので

ございます。（委員増田一喜君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） この件は、あとの７６

号に関係してくるんですね。（水道局長宮本誠

司君「そうです」と呼ぶ） 

 ７６号しか見とらんだったですが、この２２

万２０００円を検針員が負担して、鍵をなくし

たって話だったですよね。その経緯をもうちょ

っと詳しく話してもらえんですか。 

○水道局長（宮本誠司君） まず、こちらのほ

うは２９年の７月１日に本町１丁目の雑居ビル

を検針いたしておりました。これは、７月の定

例検針でございまして、毎月１日から十二、三

日ぐらいまでかかる定例検針のうちの初日でご

ざいます。この際、バイク、これは委託先の検

針員さんの個人のバイクでございますが、それ

で検針に回られております。その際、バイクの

ヘルメットを入れるところに、シートの下でご

ざいますが、シートをカチャって開けてヘルメ
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ットを入れるところがございますが、そちらに

検針用のハンディターミナルの予備の電池です

とか、それと予備のロール紙ですとか、そうい

うものをバッグに入れておられました。そのバ

ッグにマンションの共用部の鍵を、毎月検針の

前に私どもが借りてるのを検針員さんに貸すん

ですけど、その借りた鍵をそのバッグの中に入

れておられまして、あと現金ですとか携帯とか

もその中に入れて回っておられまして、その雑

居ビルを検針する際に、バイクを鍵をつけたま

まちょっと離れて、そこ五、六件なんですけれ

ども、検針して回ってきたところが、バイクが

盗られていたと。それから、すぐ本町１丁目の

ほうの交番のほうに行かれて、バイクを盗られ

てしまったと。すぐ盗難届を出されまして、１

日がちょうど土曜日でございまして、２日、日

曜日、それから３日、月曜日になりまして水道

局のほうに朝から御報告に来られまして、それ

から、私どものほうも、まずは       

 の管理組合さんのほうに謝りに行きました。

こういうことで鍵をなくしてしまいましたと。 

 ちょっと前後するんですが、警察に届けてお

りましたものですから、朝の８時半ぐらいに警

察から電話があって、その盗まれたバイクが水

無川の親水公園のところですが、川に投げ込ま

れていたと。バイクを引き上げましたところが、

先ほど御説明いたしましたバックのほうが入っ

ていなかったと。川に流されたような模様と。

現金ですとか携帯電話というのはそのまま入っ

ておりまして、バックが流れていったんじゃな

いかというふうに思われているところでござい

ます。 

 それから、７月４日、火曜日以降なんですけ

れども、そちらのあなぶきハウジングサービス、

管理会社さんのほうと私どものほうとちょっと

交渉とか、どうしたらいいかっていうことでお

話し合いを重ねたところなんですけれども、管

理組合のほうからは、時間がかかってもいいか

らもとに戻してほしいっていうようなことを受

けまして、最初、管理会社とつき合いのある鍵

の会社のほうでの交換っていうのが２５５万９

６００円というような見積もりでございまして、

私どものほうもちょっと余りにも高額なもんで

すから、いろいろと調べまして、共用部分の鍵

の交換だけでできるという情報をちょっと得ま

したもんですから、鍵のメーカーのほうの代理

店というか、そちらの会社のほうに尋ねました

ところが、共用部分だけの交換っていうのが２

回しかできないというようなことも──、済み

ません、そこのマンションのほうが住民の方が

６５世帯あるんですけれど、住民の方は私ども

が借りていた共用部分は自分の鍵でもちろん開

きますし、自分の部屋も自分の鍵で開けられる

と。私どもが借りていたのは、その共用部分し

か開かない鍵なんですけれど、そこだけの交換

はできないではなかったわけですね。ただ、管

理組合っていうか、入居者様のほうとしては、

要するにそうなりますと鍵を２本持ちになった

りというようなことで、もうもとに戻してくだ

さいという御要望がございまして、鍵のメーカ

ーの代理店のほうから全戸交換の見積もりをと

りました金額が、この１７６万８０００円とい

うことになります。 

 そのことで――。 

○委員長（成松由紀夫君） 水道局長、もっと

説明は集約して。（水道局長宮本誠司君「済み

ません」と呼ぶ）検針員の負担分についてのこ

とが亀田委員の質問ですから。 

○水道局長（宮本誠司君） ああ、そうですか。

済みません。１７６万８０００円のうち、その

共用部分の鍵の交換に係る部分が２２万２００

０円になるものですから、私どものほうとして

も、鍵がそういう全戸交換とかってなることを

想定していませんだったものですから、６５世

帯の交換部分については水道局のほうで負担し

ようということで、責任の負担割合というとこ
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ろを２２万２０００円と１５４万円というふう

に分けたところでございます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと何か、１回聞

いたばっかりじゃなかなかわかりにくか話なん

ですが、相手は個人さんなんですか。 

○水道局長（宮本誠司君） こちらは個人さん

に委託しております。 

○委員（亀田英雄君） 個人さんでも、やっぱ

り契約書とかいろいろ交わさるっですよね。そ

げん、契約書とか交わしてないですか。 

○水道局長（宮本誠司君） 業務委託契約書を

交わしております。 

○委員（亀田英雄君） その契約書って見せて

いただけます。何かあったときの損害割合とか

っていうとは、その契約書の中にはうたわんと

ですか。 

○水道局長（宮本誠司君） こちらにつきまし

ては、賠償責任の条項を設けておりまして、乙

は乙の責めに帰する理由により、委託業務の実

施に関し、甲または第三者、甲は八代市ですけ

ど、に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならないという条項を盛り込んでおり

ます。この条項だけでいきますと１７６万８０

００円全額、検針員が負担すべきではないかと

いう御意見もあるかとは思いますが、実は第１

２条のほうに、この契約に定めのないもの、ま

たはこの契約について疑義があるときは甲乙協

議の上決定するものとするといたしておりまし

て、今回につきましては、全戸交換という、私

どもがちょっと想定外だった部分があるという

ことで、その部分については水道事業のほうで、

共用部分を借りてたので、共用部分については

検針員さんお願いしますというところで、検針

員さんのほうとはお話し合いをしたところでご

ざいます。 

○委員（亀田英雄君） 想定外というか、多分

想定外じゃなかですよ、それ。普通、２つ持た

んばんば、それ全部かえてくれというとが本当

だと思いますよ。こういうことがあるのも想定

して契約書っていうとは結ばなんと思うとです

よね。不慮の事故じゃあるとばってんですたい、

個人にこういう多額の負担ば求めるのは酷って

いうとはわかっとはわかっとですたい。だけん、

そういうことがないように、どげんか対策ばと

らんばんて思うとですよ。そげんとは何も予測

されんだったですか。 

○水道局長（宮本誠司君） 一応検針員さんと

か、集金員さんとかについては、賠償責任保険

をかけておりました。ただ、今回については、

その保険がおりなかったんです。今後、こうい

うことがないようにということで、実は７カ所

ほど同様なマンションの共用部の鍵を借りてお

りまして、今回のことで、再発防止ということ

で、全て共用部の鍵をお返しいたしました。お

客様、もしくはその不動産屋さんに立ち会って

いただくように、今、変更いたしております。 

○委員（亀田英雄君） 立ち会ってもらう、わ

かりました。その辺はわかったっですが、負担

割合ですよね。ここは多分、保険もおりらんち

ゅうことは、きつか話ですが、検針員さんの個

人の、やっぱせんばっとですよ。賠償責任があ

るというとを結んどるけん、そこに負担ば求め

んばんとじゃなかろうかって。だけんそこに、

共用部……、って私は思うとですよね、今聞い

とった話の中でですよ。多分、あり得ん話です

もん。水道料金っていうとは、あれじゃなかっ

ですか、税金、一般会計からも基準内は入れと

るわけでしょうが。公金じゃなかですか。公金

をそこの損失にあてがうということについては

ですたい、何らかの制約があってよか話と思う

とですよ。何かその辺でですばい、共用部の金

はあんた払いなっせ、全体のは高かけん、こっ

ちで払いますという話は、これは変な前例ばつ

くりそうな気のせんでもなかっですばってん、

その辺についての見解というのはどのようにあ
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りますか。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員さんおっしゃ

ることも重々わかるところでございますが、鍵

を借りた経緯ていうのがございまして、実はそ

このマンションのほうは、個別の検針じゃなか

ったんですよ、最初は。管理組合のほうで検針

とかされて、管理会社のほうから各戸検針をし

てくださいというような依頼がございまして、

その鍵を管理会社さんからそのとき借りてるん

ですけれども、そのときに、私どもの手落ちな

んでございましょうか、そういうことがあると

いうことを想定していなかったために、今回に

ついては６５世帯分の交換は水道のほうで、ち

ょっとそこは司法でどの程度水道の過失割合、

それから管理会社、それから検針員っていうの

が決められない限り、ちょっと私どものほうで

は何とも申し上げがたいところでございます。 

○委員（亀田英雄君） 局長、それは歯切れが

悪過ぎるもん。何かルールばつくらんばですた

い。それはやっぱ個人に責任ですよ、これは。

って私は思いますよね。公金を支出する。なら、

どなたか責任ばとらんばんて、局長なり。局長

が２日に判断したんなら、局長が一番初めにこ

んことについて何かことわりを入れるか、それ

かもっと上の役の人が話をするかどうかしなけ

ればおかしいじゃないですか。何か当たり前の

ように水道関係から払いますって、個人の金じ

ゃなかっですけんが、その辺がちょっと私、大

分疑問なんですよ。ちょっと見解をお聞かせく

ださい。 

○水道局長（宮本誠司君） これはもう私の責

任だと感じております。鍵を借りた時点でこう

いうことを想定しなければいけないと。ですか

ら、処分等があれば、もう私は受けたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） 受けたいと思ってるで、

税金を使うとはおかしいというふうに思います。

だけん、それは執行部内でですよ、この責任の

所在っていうとは、きちんと話を精査された後

でこの話は出してきてもらわんと、何かどんぶ

り勘定みたいな話で終わりになっとじゃなかで

すか。きちんと過失負担割合ていうとを設けて

せんと、そして公金を使うことに対しての見解

というのが曖昧のままでですよ、これは出すべ

きものではないと思うんですよね、本来ならば。

なぜそんなことに、出すことになったんですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 亀田委員、予算審

議の部分で余り関係ないことは余り追及方では

ないので、少し控えながら予算の出どころにつ

いてを聞いてください。（委員亀田英雄君「そ

れはそれでよかっじゃなかですか。だけん、な

ぜ一般会計――」と呼ぶ） 

○水道局長（宮本誠司君） こちらにも――多

分御理解いただけないかと思うんですけど、確

かに鍵を借りた時点で、紛失したときに全戸交

換とかがあるっていうことを想定していなかっ

たのは私の責任だと感じております。それにつ

いては、今後の再発防止としては、もう鍵を全

戸お返しすることで、こういうことが二度とな

いというような形はとらしていただきました。

これについての個人的な責任というのは、減給

とかそういうことでもあれば、もう私は受けた

いと思っておりますが。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 宮本水道局長、責

任云々ということではなくて、この２２万２０

００円と１７６万、この辺の中身を速やかにお

答えすればいいと思いますので。 

○委員（亀田英雄君） ２２万とですよ、１７

６万８０００円か、これは適当と思われるっで

すか、負担割合というのは。 

○委員長（成松由紀夫君） 話し合いについて。 

○水道局長（宮本誠司君） 私どもも、なるた

け管理組合さんのほうとは、安いというと失礼

ですけど、共用部分の交換だけでお願いしたい
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というところでお話し合いには臨んだところな

んですが、私どものほうが鍵をお預かりしてい

る以上、全戸交換を要望されれば、やはりこれ

も交換しなければやむを得ないというふうに判

断いたしました。そして、全戸交換に係る、共

用部分についてはその２２万２０００円と、６

５世帯分については１５４万円になりますが、

その分についてはもう水道事業のほうの分でど

うかなというところで判断したところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） どこまでの決裁に上が

っとっとですか。市長までこれは上がった話な

んですか。 

○水道局長（宮本誠司君） 管理者決裁まで行

っております。（委員亀田英雄君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 小会します。 

（午前１１時１２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１５分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

○水道局長（宮本誠司君） 先ほどの答弁の中

で、一部固有名詞を私のほうが使いましたもの

ですから、これを取り消しさせていただきたい

と思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 発言の取り消しで

すね。 

○水道局長（宮本誠司君） 発言の取り消しを

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま水道局長

から発言の取り消しの申し出があっております

が、いかがいたしますか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、発言の

取り消しをいたします。 

 ほかにございませんか。 

○委員（西濵和博君） 先ほどの御提案の内容

について、私のほうからもお尋ねを含めて意見

させていただきたいと思いますが、例えばのお

話でございますけれども、公に携わる公人たる

職員、非常勤職員も含めて、職員が故意である

か故意でないか、例えばある事案で市民に何が

しかの損害を与えたときに、その損害の補償が

対価をもってしなければならないときに、どう

いうあり方が法的にあるかということについて

でございますけれども、国家賠償法とか、例え

て言うならあろうかと思います。その主意とい

うのは、その責任はあくまでもその組織として

事務に従事した組織にあると。しかるに、公営

企業の水道局もそうであろうかなというふうに

考えられるところかと思います。 

 したがって、その補償の責任を対価として拠

出するのは水道局という組織であるというのは、

今回の提案では一定の理解できることだろうと

いうふうに思います。あとは、それぞれの組織

ごとの事案、事案において、その組織がその財

源をどのように手当てするかというのは、自治

体ごと、公のそれぞれの考え方ということで、

今までの全国のさまざまな事例を見るとそうい

ったところがあるかと思います。 

 例えて言うならば、学校で夏休みにプールの

管理をしてる先生方が閉め忘れをして、水が２

４時間流れたとしたときの、その責任の所在と、

それを水道局にお支払いするという学校側、教

育委員会側でどのような費用を負担するかとい

うのは、その事案ごとの考え方でございますが、

一義的には教育委員会という組織がそれを対応

するというのが基本にあろうかなというふうに

私自身は認識しておりますので、今回の考え方

自体は、私は理解いたしますし、その持ち分に

ついては、そのときそのときの判断でよろしい

かというふうに思います。そのような考え方も

あろうかというふうに思いますけども、いかが

でしょうか。 
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○水道局長（宮本誠司君） 個人分の責任って

いうところをどの程度見るかということでござ

いますが、委員さんがおっしゃったような考え

方もあるかと思います。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） 一般的なお話と思いま

す。今、同じ考え方に立ってると思いますので、

私は今回の一連の件について、その職の長であ

る局長が個人的に責任を負われる必要はないと

思いますので、先ほどの件については、自分の

胸の内にしまっておいていただければと思いま

す。その責任の高さは評価したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（庄野末藏君） 今いろいろ聞いた中で

ですね、その危機管理ちゅうのをほとんど私は

感じらんだったですけど、鍵をつけたまま離れ

るとか、重要書類を置いて、そして車から離れ

るときに鍵を持っていかないとか。そして、大

体その集金した金は大体どのくらい入ったわけ

ですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 質疑ですね。 

○水道局長（宮本誠司君） こちらは検針員で

ございまして、集金のほうはやっておりません。

メーターの検針で、毎月どれだけお使いになっ

たかをお客さんのほうに御通知する仕事でござ

います。 

○委員（庄野末藏君） だけん、車の、結局、

要するにトランクというですか、あそこは、結

局座席の下でしょう、あそこに何か物ば入れる

ときとか何かだったら、必ず離れるときは鍵を

持って離れるのが原則だと思うとですよね。そ

ういうのはある程度指導せないかんとやけど、

そういう指導も怠っとるし、本当に、何ていう

のか、さましい思いをするような感じです。今

後はそういうようにですね、十分気をつけられ

て、指導ちゅうか、やられたらどうだろうなと

いうふうに思っております。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） 先ほどからいろんな説

明をるる聞きましたが、やっぱり責任は鍵をつ

けて現場を離れた検針員に私はあるというふう

に考えます。あとの話もありますので、検針員

さん個人に対してはきつい話なんですが、ここ

にはやっぱりそこの責任、契約書がある以上は

ですね、その責任を求めていくのが普通である

し、公金を出すのであれば、もっと厳密に対応

する必要があると。局長の話じゃなくてですた

い、最高責任者が何か言うべきであるというふ

うに思いますので、私はこの議案には賛成しか

ねます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

ほかに意見ございますか。 

○委員（増田一喜君） 結果としてこういうふ

うにごたごたなるからですね、もう１回なった

ちゅうことだから、再発防止のためにきちんと

した対策を考えて、お互いに確認し合ってやる

ようにしていただきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第７４号・平成２９年度八代市水道事業

会計補正予算・第１号について、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手多数と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              



 

－18－

◎議案第７６号・和解及び損害賠償の額を定め

ることについて 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、事件議案の

審査に入ります。 

 議案第７６号・和解及び損害賠償の額を定め

ることについてを議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 引き続き、説明さ

せていただきます。座らせて説明させていただ

きます。 

 議案第７６号・和解及び損害賠償の額を定め

ることについて御説明いたします。 

 本議案は、マンション共用部の鍵の紛失に関

して、和解し、及び損害賠償の額を定めること

について、地方自治法第９６条第１項、第１２

号及び第１３号の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。 

 和解の内容及び損害賠償の額でございますが、

水道局が業務委託しております検針員が、平成

２９年７月１日、本町１丁目で水道の検針を行

っていた際にバイクの盗難に遭い、検針用に借

用していたマンション共用部の鍵を紛失したこ

とに伴いまして、共用部を含む全戸についての

同等品以上の鍵交換に係る費用１７６万７３３

９円を当該マンションの管理組合に支払うもの

でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について、質疑を行います。 

○委員（亀田英雄君） こういう場合ですよ、

予算を出されるのが先か、こっちを出されるの

が先か、どっちが先なんですかね。どなたに言

えばよかっか、事務局の見解は。事務局に聞い

てよかか。聞いたっちゃわからんとか。まあ、

よかか。下げます、下げます。 

 局長の見解を。 

○水道局長（宮本誠司君） 一応議案につきま

しては、今回の９月定例会でございますが、企

業のほうの決算議案、それから一般会計の補正

予算、特別会計の補正予算、企業会計の補正予

算の順番で来ておりまして、その後、事件、条

例議案がきますものですから、その流れになっ

てるのではと考えておりますが。（委員亀田英

雄君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員（亀田英雄君） 先ほどの議案の中でで

すよ、増田委員がおっしゃられたように、今後

ごたごたならんごてっていう話があったっです

が、その対策というのはとられましたか。 

○水道局長（宮本誠司君） ごたごたというの

は、水道と検針員さんの関係でございますか。 

○委員（亀田英雄君） 個人でしとる話じゃな

かですか。個人にこれだけの負担をお願いする

ような格好になっけん、こんな感じになっとで

すよね。それが私は問題だと思う。だから、例

えば、組合をつくってしっかり保険をかけると

か、団体、検針の組合ですよね、そげん形態を

とるとか、あと負担割合をしっかり契約書の中

にうたうとか、負担割、いろいろですね、今回

いろいろ指摘されたこと、きょう指摘したんで

すが、それは内部でも検討されたことだろうと

思いますよ。大分言われての提案だと。そのこ

とが今後起きないようにも含めて先ほどの増田

委員の発言だったと思う。それについて、何ら

かの手当てをされたのかされないのか。どのよ

うなことを考えておられるのかですよ。今後、

このようなことが起きないように、いろいろ指

摘、公金を使うことの是非も含めてですたい。 

○委員長（成松由紀夫君） 負担割合と再発防

止について、水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） まず、負担割合の

件でございますが、この件につきましては、弁

護士の先生とも御相談いたしまして、この金額、

検針員さんの負担分と事業者たる水道事業の負

担分ということは、この辺は妥当だという御見

解はいただいております。 

 それと、再発防止でございますが、今回の件
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については、まず鍵を持つべきではないという

ふうに考えまして、鍵を全部お返しして、管理

人さんの立ち会いで中に入って検針をするとか、

そういう形に変えましたので、今後、鍵の紛失

ということはあり得ないと思います。 

○委員（亀田英雄君） 結局ですよ、この問題

についての責任の所在はどこにあるのか、どう

お考えですか。 

○水道局長（宮本誠司君） まずは、この責任

は、なくした検針員の責任はもちろん、そうい

う鍵が大切なものというふうに理解せずに、私

どもが貸したのも責任と考えております。（委

員亀田英雄君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で質疑を終了

します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第７６号・和解及び損害賠償の額を定め

ることについては、可決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手多数と認め、

本案は可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１１時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３６分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、本会に

戻します。 

○理事兼スポーツ振興課長（下村孝志君） 失

礼します。スポーツ振興課下村でございます。 

 先ほど御審議いただきました議案第７２号・

平成２９年度八代市一般会計補正予算の中で、

先ほど西濵委員のほうに御回答いたしました内

容に誤りがございましたので、この場をかりま

して訂正させていただきたいと思います。 

 今回、設計変更を含みます改定分の変更に係

る全体の割合、何％かということで、１４％と

お答えいたしましたけれども、改めて計算いた

しまして７.１％の誤りでございました。修正

のほうよろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの下村課

長の発言の申し出を許可いたします。 

                              

◎議案第８４号・八代市企業立地促進に関する

固定資産税の課税免除を定める条例及び八代市

企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項

の規定に基づく準則を定める条例の一部改正に

ついて 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、条例議案の

審査に入ります。 

 議案第８４号・八代市企業立地促進に関する

固定資産税の課税免除を定める条例及び八代市

企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項

の規定に基づく準則を定める条例の一部改正に

ついてを議題とし、説明を求めます。 

○商工政策課長（豊本昌二君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）商工政策課の豊本でございます。座りまし

ての説明、お許しください。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、議案書のほうをお願いいたしたい

と思います。議案書の２５ページになります。 

 議案書２５ページの議案第８４号、先ほど委

員長からも御案内いただきました八代市企業立

地促進に関する固定資産税の課税免除を定める

条例及び八代市企業立地の促進等による地域に

おける産業集積の形成及び活性化に関する法律
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第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条

例の一部改正についてということで、実はこの

議案でここに条例が２本ございますが、この２

本の条例を改正目的が同じ、要は国の法律の改

正がございましたので、まとめて１本にして改

正するものでございます。 

 提案理由といたしましては、企業立地促進等

による地域における産業集積の形成及び活性化

に関する法律が改正されたというところでござ

います。 

 次のページの２６ページ、議案書の２６ペー

ジをおあけいただきますと、それぞれ条立てが

してございます。それぞれの条の中に第１条、

第２条でそれぞれの条例、八代市企業立地促進

に関する固定資産税の課税免除を定める条例の

一部改正ということで、第１条でこの１本の条

例を変えると。もう１本が、その中ほどから下

になります八代市企業立地の促進等における地

域における産業集積の形成及び活性化に関する

法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定め

る条例の一部改正ということで、この２本を変

えるものでございます。 

 実質的には法律名が変わりました。第１条の

第１０と書いてありますところからの５行目、

６行目になりますが、そこに略した法律が書い

てございます。こちらが以前からございました

企業立地促進法、それが今回、地域経済牽引事

業促進法ということで、法律も変わってまいり

ます。そのことによりまして、当然ですが文言

も変わります。それから条や、それから項、条

項のずれというのも生じてまいります。それか

ら、それとあわせて字句といったものの調整も

必要になりますことから、あわせましてこの第

１条、第２条で２本の条例を改正するというよ

うなところで御理解いただければと思います。 

 ２７ページにございます附則でございますが、

施行期日が公布日からの施行と、それから、附

則２では、八代市の工業立地法地域準則条例と

いうがありますが、こちらのほうで条文中にあ

りますものの条例名も変わりますから、こちら

のほうの附則のほうで改正をしているものでご

ざいます。 

 以上、少し長いですね、改正文にはなってお

りますけれども、大きく言いますとそういった

ところでの改正というところで御理解いただけ

ればと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。ありませんか。 

○委員（増田一喜君） ２７ページですね、よ

くわからないんでお聞きしたいんだけど、附則

第２条、第１項、第１号中、０.１５を０.１に

改めと書いてあるんだけど、数字が減ってます

けど、これはメリットになっとっとですかね、

デメリット──、よくそこのところがわからな

い。これは税率を下げたというのが、税率を下

げれば安くなるちゅうことになるけれども、そ

こだけちょっと、こういう附則の中身をしっか

り読んだことがありませんので、教えていただ

ければと思います。 

○商工政策課長（豊本昌二君） こちらはです

ね、申しわけございません、課税免除のほうで

はなくて、もう１本のですね、ほうの条例で、

企業立地促進におけるですね、緑地の面積、要

はその企業の全体的な面積の中で、いろいろ公

害がいろいろ出ましたときにですね、いろいろ

問題がありまして、緑地をやっぱある程度設け

なさいというようなところがございました。そ

の中でのこの数字っていうのが、ある程度決ま

っておるんですが、それをですね、企業が余り

にも企業立地に関してですね、余り緑地を厳し

くしますと、企業がやっぱり来にくくなります

ので、そういった意味では少し緩和をしてる、

要は企業側にとって少し有利になるというよう

なところでの数字の変更でございます。 

 以上でございます。（委員増田一喜君「わか
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りました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第８４号・八代市企業立地促進に関する

固定資産税の課税免除を定める条例及び八代市

企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項

の規定に基づく準則を定める条例の一部改正に

ついては、原案のとおり決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１１時４４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４４分 本会） 

◎議案第６９号・平成２８年度八代市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、決算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第６９号・平成２８年度八代市水

道事業会計利益の処分及び決算の認定について

を議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 水道局の宮本でご

ざいます。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、議案第６９号・平成２８年度八代

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて御説明いたします。別冊の平成２８年度八

代市水道事業会計決算書をお願いいたします。 

 １７ページから２８ページが事業報告書でご

ざいます。２１ページから２２ページに、２０

０万円以上の建設改良工事と平成２７年度から

の繰り越し工事を掲載いたしております。参考

までに、別紙関係資料②の位置図をお配りいた

しております。 

 ページを戻りまして、３ページの決算報告書

をお願いいたします。こちらにつきましては、

別途お配りいたしております関係資料①の収益

的収支と、それから資本的収支を前年度比較し

ました表におきまして御説明させていただきた

いと思います。 

 まず、収益的収支でございますが、収益的収

入４億８８１６万１１３３円、収益的支出合計

３億８６０９万４６９７円、こちらは３ページ

と違いまして、消費税抜きで損益計算書とあわ

せてつくっております。表の右下になります収

益的収支は、１億２０６万６４３６円の当年度

純利益を生じております。 

 右側の資本的収支でございますが、まず資本

的収入が１７０９万３７９２円、資本的支出が

２億８５５２万２２６８円でございまして、２

億６８４２万８４７６円の不足を生じておりま

すが、こちらにつきましては、減債積立金の取

り崩し額８０７２万３３１５円と建設改良積立

金取り崩し額３３５３万７７３０円、過年度分

損益勘定留保資金１億３９１３万１６５６円及

び当年度分消費税資本的収支調整額１５０３万

５７７５円で補塡いたしております。 

 それから、決算書の１１ページをお願いいた

します。剰余金計算書でございます。前年度決

算で議決いただきました利益の処分により、未

処分利益剰余金は前年度末残高１億７６１５万

５０８７円のうち、７７４５万８６０２円を資

本金へ組み入れ、６５１５万８７５５円を減債

積立金に、３３５３万７７３０円を建設改良積

立金にそれぞれ積み立てたため、処分後の残高

はゼロ円となりましたが、当年度生じました純
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利益１億２０６万６４３６円と減債積立金８０

７２万３３１５円と建設改良積立金３３５３万

７７３０円の取り崩しによりまして、当年度末

残高は２億１６３２万７４８１円となりました。 

 １２ページは、剰余金処分計算書でございま

す。これは、本議案の議決事項である利益の処

分でございまして、当年度分未処分利益剰余金

２億１６３２万７４８１円のうち、７２６１万

３５５２円を減債積立金に、２９４５万２８８

４円を建設改良積立金に積み立て、残余１億１

４２６万１０４５円を資本金へ組み入れること

を議決いただくものでございます。 

 普及率向上のためには、水道未普及地域への

配水管整備が必要でございますが、本市の水道

事業は八代地区が昭和２６年、日奈久地区が昭

和２９年に創設され、水源施設から管路に至る

まで老朽化が進行しており、計画的な施設の更

新、改良等が必要となっております。今後も未

普及地域の解消を目指し、拡張事業を継続して

いきますが、安全安心な水を継続して提供して

いくために、老朽化した施設、管路対策にも積

極的に取り組んでまいります。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第６９号・平成２８年度八代市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定については、原

案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決及び認定することに決

しました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１１時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５３分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 午前中の審議は議案第６９号までとし、休憩

いたします。午後は１時から再開いたします。 

（午前１１時５３分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後 １時００分 開議） 

○委員長（成松由紀夫君） 休憩前に引き続き、

経済企業委員会を再開いたします。 

○市立病院院長（森崎哲朗君） 八代市立病院

の院長を務めております森崎でございます。会

の冒頭に当たりまして、午前中に大変に不手際

をいたしまして、委員の方々の貴重な、また市

民の方々の貴重な議会をですね、無駄な時間を

経過しまして、大変に申しわけございませんで

した。 

 我々は昨年、熊本地震に遭いまして、病棟閉

鎖という状況になっております。非常に運営等

厳しい状況に陥っておりまして、皆様方から今

後のですね、運営も含めて、貴重な御意見をい

ただかなければいけないと感じております。ぜ

ひ、午前中の不手際をおわびいたしますと同時

に、今後のことに関しまして、皆様方から貴重

な御意見をですね、承りたく存じます。よろし

くお願いいたします。大変失礼いたしました、

どうも。 

○委員長（成松由紀夫君） 委員の皆様方、よ

ろしいですか。（｢はい、いいですよ」と呼ぶ

者あり） 

                              

◎議案第７０号・平成２８年度八代市病院事業
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会計決算の認定について 

○委員長（成松由紀夫君） 続いて、議案第７

０号・平成２８年度八代市病院事業会計決算の

認定についてを議題とし、説明を求めます。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 改めまして、私のほうからも、私の不手

際でこういうことになってしまいまして、大変

申しわけなく思っております。申しわけござい

ませんでした。 

 それでは、座って説明をさせていただきます。 

 議案第７０号・平成２８年度八代市病院事業

会計の決算について御説明いたします。お手元

の病院事業会計決算書をお願いいたします。 

 決算書の３ページから１３ページまでの貸借

対照表につきましては、先日の本会議で病院長

より御説明させていただきましたので、本日の

説明は省略させていただきます。 

 それでは、決算書の１７ページをお願いいた

します。病院事業報告書でございます。 

 まず、１、概況（１）総括事項ですが、前段

は省略いたしまして、後段の下から８段目、次

にというところから始めさせていただきます。

よろしいでしょうか。 

 次に、決算内容ですけども、収益的収支では

税込みで、医業収益が１億８５０８万２０８３

円、医業外収益が１億６０６３万７８７４円、

特別収益が１６８万４０４円、総額３憶４７４

０万３６１円を収入し、費用では、同じく税込

みで、医業費用に４憶６４５５万５１８８円、

医業外費用に１３７４万２９６４円、特別損失

４万１８９０円、総額で４憶７８３４万４２円

の支出となります。 

 この結果、当該年度は純損失１億３６５８万

７１６９円が生じまして、当該年度末の未処理

欠損金は、前年度からの繰越欠損金を合わせま

して１億４５０３万１２６円と大きく増加しま

した。 

 次に、資本的収支につきましては、収入は他

会計出資金の１７５０万９８３４円に対しまし

て、支出は医療機器の整備に１６３６万２５５

２円、仮設外来診療棟のリース債務償還等に７

５３万６９６０円、企業債償還に３５８万３１

９６円を支出し、総額の２７４８万２７０８円

となっております。資本的収支において、差し

引き不足する額の９９７万２８７４円は全額を

過年度分損益勘定留保資金で補塡いたしており

ます。 

 続いて、１８ページをお願いいたします。

（２）の議会議決事項では、２８年度に議決い

ただきました補正予算、決算認定、当初予算の

内容でございます。 

 （３）の行政官庁認可事項については、記載

のとおり、仮設外来診療棟設置に係る諸手続で

ございます。 

 １９ページの職員に関する事項については、

年度中の職員の増減に関する事項です。後ほど

ごらんいただければと思います。 

 ２０ページの料金その他の供給条件の設定変

更に関する事項についても該当事項はございま

せんでした。 

 ２１ページは各種工事及び備品等の購入概要

でございます。主な内容は、仮設外来診療棟設

置に伴う仮設の給水管接続工事と電話回線及び

ＬＡＮ回線の移設を行いました。 

 また、有形固定資産の購入では、臨床検査室

に生化学自動分析装置の更新や医事会計システ

ムの更新を行いました。 

 次の２２ページからは業務でございます。ま

ず、（１）の業務量ですが、（イ）の表は患者

数と診療収入を前年度と比較したものです。２

８年度の患者数ですが、入院診療では、患者様

を移送した４月１９日までのデータでございま

して、延べ１１９６人、１日平均６２.８人で

ございます。診療収入では、総額で５９４２万

４８９円の収益がありました。外来診療では、

年間トータル７６８４人、１日平均では３１.



 

－24－

６人で、１億１５９８万２２２８円の診療収入

を得ることができました。こちらは前年度と比

較して、延べ数で２４８人減少しましたが、収

入では２６４万５４円の増加となりました。 

 外来診療においては、年々減少傾向でありま

したが、仮設外来棟の設置にあわせ、午後から

の訪問診療や往診へも積極的に出向いたことで、

ほぼ前年並みの患者数及び診療収入を確保する

ことができました。 

 ２３ページの表、（ロ）の表は入院ベッドの

利用状況でございます。先ほど述べましたとお

り、４月１日から４月１９日までの数値となっ

ております。一般病床では、延べ患者数が１１

９３人、１日平均で６２.８人となり、病床利

用率は９５.１％となりました。一方、結核病

棟では入院患者様が一人もおられなかったため、

ゼロとなっております。前年度と単純に比較す

ることはできませんが、一般ベッドについては

ほぼ満床状態で推移していたことがわかります。 

 ２４ページは事業収入の項目及び決算状況を

前年度と比較したものです。項１の医業収益か

ら項３までの特別利益までを合わせた事業収入

の合計は３億６０４０万２１７９円でございま

して、前年度より３億６０３０万７７１０円の

減収となっております。特に増減が大きかった

のは、項１の（１）入院収益において３億４８

６５万８２８１円の減収となったことです。 

 項２の医業外収益の主なものは（２）他会計

負担金でありまして、１億４９３９万６８０７

円を主に一般会計から繰り入れており、このう

ち仮設外来棟のリース料の利子及び事務従事と

して出向している看護師等の人件費を合わせて

９０５３万５７７１円が基準外の繰り入れとな

ります。 

 項３の特別利益は、熊本地震に伴う全国の自

治体病院からの義援金及び見舞金の１６８万４

０４円でございます。 

 ２５ページは（３）事業費に係る項目別決算

状況を示しております。収入と同様に御説明い

たします。 

 項１の医業費用から項３の特別損失までを合

わせた事業費の合計は４億９６９８万９３４８

円でございまして、前年度より１憶９１３６万

４０８０円の減少となっております。 

 増減が大きかった項目としては、項１の医業

費用の１億８３６７万５８円の減少でございま

して、この要因としては、病棟休止によるもの

でございまして、（１）の給与費では医師の日

当直の手当や看護師の夜勤手当、時間外勤務手

当の減少、非常勤職員の賃金の減少、（２）の

材料費におきましては、薬品や診療材料の購入

料の減少、（３）の雑費では、ベッド寝具等の

リース料や給食業務等の委託料の減少が主な要

因でございます。 

 以上、事業収入の合計から事業費の合計を差

し引きますと１億３６５８万７１６９円となり

まして、８ページの損益計算書の下から３行目

に記載しております当該年度純損失と一致いた

すところでございます。 

 ただいま御説明しました各項目の内訳につき

ましては、３０ページから３４ページにかけて

の収益費用別明細書に記載しておりますので、

後ほどごらんいただきたいと思います。 

 最後に、２６ページをお願いいたします。４、

会計の（１）重要契約の要旨でございますが、

昨年１０月より使用しております仮設外来棟リ

ースに係るリース契約の内容でございます。 

 （２）の企業債及び一時借入金の概況は

（イ）の企業債では、表のとおり、今回借り入

れを行っておりませんので、今年度末の元金借

入残高の合計は６５５万３６７５円となりまし

た。 

 次の（ロ）一時借入金につきましては、これ

までの借り入れ及び本年度の借り入れもござい

ませんでした。 

 なお、公表すべき平成２８年度決算に基づく
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公益企業会計資金不足比率につきましては、資

金不足を生じておりませんことをあわせて御報

告いたします。 

 以上、平成２８年度の病院事業会計決算につ

いて御説明申し上げます。御審議方よろしくお

願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） 看護婦さん当たりの賃

金に一般会計から約１億繰り入れると聞いたよ

うにしますが、看護婦さんたちが一般事務職に

異動しとんなっですよね。その人たちはもう今

もずっとそこの職場におんなっとですか。何か

やめたとかやめんとかっちゅう話も聞いたんで

すが。その辺の動向はどのようにつかんでおら

れますか。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 看護師につきましてはですね、一般会計

のほうに事務従事で出向させております。事務

従事という形で。籍のほうは病院の籍ではござ

いますので、病院会計のほうから人件費等の負

担をしております。 

 先ほど申し上げたのは、外来のリース料と合

わせまして９０００万程度を繰り入れておると

いうことで、実際、人件費のみとしては８４０

０万程度です。が約２０名でございます。（委

員亀田英雄君「２０名」と呼ぶ）はい。 

○委員（亀田英雄君） 増減なしですか。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 増減のほうは、本年度に入りまして、６

月末で１名退職をいたしております。あとは増

減ございません。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） それと、ちょっと待っ

てくださいね。外来の患者が地震以降どのよう

な――。これ、地震までの報告ということだっ

たんですが、決算が２８年度ですけん、聞いて

よかっじゃなかろうかと思うとですが。地震以

降、外来の動向というのはどのように把握され

ておりますか。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 外来の動向はですね、地震以降はですね、

当初、地震の前までは毎年毎年１割程度の減少

がございました。 

 で、地震以降は、もう地震の翌日から仮設の

外来棟をつくるまでの間におきましても、廊下

等で外来診療を行っておりまして、午後から、

先ほど説明にも申し上げましたように、訪問診

療、往診等に出向いてですね、なるべく患者数

の減少を食いとめる方策をとりました。 

 ２７年度と比べますと、ほぼ横ばいという形

で、通常の減り方よりも若干は抑えたところで

はございます。ただ、減少していく分は、やっ

ぱり歯どめはついておりません。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） 企業努力がうかがえる

かなということで思った次第でした。 

 あと、地震で移設された患者はどのように把

握されとるかですよ。その先のことまで病院と

して――。前回の質問でもちょっとしたんです

が、やっぱり預かった患者には責任のあっと思

うんですよね。その患者を今、市立病院として

把握されておるのかされていないのかをちょっ

と聞きたいです。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 地震直後は、労災病院、熊本総合病院、

人吉医療センター、また市内の当時は開病院だ

ったですね、のほうに移送をさせていただきま

した。 

 移送後、３カ月間程度はですね、その動向を

把握しておりましたけども、それ以降の動向に

ついては、もう把握ができないような状況にな

っております。つまり、次の病院とか施設等に

もう転院がされておりまして、そこまでは当院

でも把握をしていない状況でございます。 

 以上です。 
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○委員（亀田英雄君） 最後に、資金不足を生

じていないという報告だったんですが、それは

会計のやり方でしょうが、どげん聞けばよかで

すかね。これだけやっぱ赤字ば起こしとるじゃ

ないですか。結果的には赤字になっとると。そ

れでも資金不足を生じていないっていう報告に

なっているのは、その会計のやり方としてどう

――、もうちょっとその辺について、話のでき

るしこ、できるだけわかりやすく話ばしてくれ

んかな。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） わかりやすく申し上げますと、たしか平

成２６年度に資本金の減少をですね、議会の皆

様方に認定して減少を行ってもらっていただい

た。当初資本金が８億ございましたのを４億に

減少させた経緯がございますけども、当初では、

４億ほど資本金を持っていれば、今後、運営し

ていく分については何とか資金のやりくりがで

きるんじゃないかなということで考えておりま

した。 

 その中で、現金が、本日ですね、９月末現在

で約１億４０００万程度まで下がってきており

ます。つまり、２８年度の決算あたりでマイナ

ス１億４０００万あたり出ておりますんで、持

っていた現金がどんどんどんどん、キャッシュ

が今減っていく状況でございます。当然、内部

留保のお金も持っておりますけども、内部留保

の分についても、資本的勘定のほうではその分

で補塡をかけておりますので、もう現在として

は、現金が大体１億４０００万程度ということ

で、ぎりぎり１年分の予算を運営をしていくよ

うな状況という状況でございます。 

 簡単に言えば、貯金を取り崩しているという

ような形でございます。（委員亀田英雄君「貯

金があるちゅうこつたいな、まだ」と呼ぶ）わ

ずかですけども。失礼しました。（委員亀田英

雄君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） ２８年度の決算という

ことでございますが、参考までにお尋ねさせて

いただきたいと思います。 

 御説明の資料の中に２７年度の状況も一部ご

ざいましたが、直近ということで、震災前の２

６年度と２７年度の収益的収支の状況を端的に

御説明いただければと思います。 

 それと、その決算の中で繰入金というのがお

おむねどれほど入っていたかというのが１つ。 

 それから最後に、今の現状の経営状況でいっ

た場合ですね、来年度以降の経営について、ど

のようなお見込み、見通しでいらっしゃいます

でしょうか。 

 以上お尋ねします。 

○委員長（成松由紀夫君） 実質収支も含めて。

誰が答弁しますか。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） まず、お尋ねの２６年度と２７年度の収

支の報告なんですけども、まず、２６年度は純

利益のほうで１億３１００万の赤字を出してお

ります。２６年度は、先ほどちらっと申し上げ

ましたけども、公営企業法の改正がございまし

て、職員の退職引当金を全額積み上げた関係で、

経常収支では３０００万程度の黒字を出しまし

たけども、特別損失が１億７８００万ほどござ

いました関係で、最終的な収支では１億３１０

０万の赤字となっております。 

 ２７年度におきましては、特別損失はござい

ませんで、通常の収支でいきますと３２００万

の黒字を出しております。 

 両方とも、こちらについては一般会計からの

繰入金を入れたところでの計算でございます。

一般会計の繰入金につきましては、２６年度に

つきましては、総額で１億５３１４万２０００

円でございます。２７年度におきましては１億

５６６７万円でございます。 

 ですので、こちらを差し引きました実質的な
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収支と言いますと、両方とも相当額の赤字決算

という部分で医業収益ではなるということにな

ります。 

○委員（西濵和博君） あわせまして、最後の

点ですけど、２８年度決算、それから現状を見

越した中で、来年度以降どのように見込まれま

すでしょうか。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 申しわけございません。２８年度の決算

が約１億４０００万出ております。先ほど申し

上げました、現金が約１億４０００万程度、今

のところで現金預金がございませんので、平成

３０年度の当初予算の編成をするに当たっては、

ぎりぎりの状況だと思います。 

 まだ、一時借入金等は借り入れは行っており

ませんけども、場合によっては一時借入金等の

借り入れが発生するかもしれないというところ

で、ぎりぎりというところでございます。 

○委員（西濵和博君） 御説明ありがとうござ

いました。 

 過年度直近の状況、それから震災を受けての

２８年度決算並びにそれを踏まえての今後の見

通しということで、一般会計からの繰り入れが

あって、一部の年度、２７年ですか、黒字にも

なっているということですが、実質は赤字でい

らっしゃるということが確認できました。 

 １つ懸念しますことですけど、ぎりぎりの状

況ということが今後見込まれるという中で、人

件費の関係でいうと、例えば退職者がその年度

年度ごと違いますでしょうけれども、出てこら

れた場合ですね、それに見合うだけの体力、ス

タミナが、経営上、あるかどうかということが

気になりますが、その辺の御見解いかがでしょ

う。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 平成２６年度に退職引当金をですね、１

億７８００万ほど引当金を積みましたけども、

職員が今何名退職するかでその金額が変わって

くると思いますけども、１名、２名では全然大

丈夫ですけども、数が多くなりますと、退職引

当金では引き当ててる額が到底想定外の金額で

ございますので、退職金が支払えない状況とい

うことになります。 

○委員（西濵和博君） 課題がまた１つ確認で

きました。一旦ここで質問を終わります。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに質問ござい

ませんか。ありませんか。 

○委員（増田一喜君） 決算だから、こんなこ

と聞いていいのかわからんけども。例えば、今、

入院患者さんはいなくなったけども、今後ふえ

るというような、そういうような見込みあるん

ですかね。お医者さんなんか、いつもそれが次

の予算なんかに引っかかってくるようなとこあ

るんだけれども、お医者さんの確保とか見込み

とかそういうの、西濵委員が聞かれたのと似通

ったようなもんかもしれないけれども。 

○委員長（成松由紀夫君） 入院棟を建設した

場合ですかね。今、入院棟がないから。 

○委員（増田一喜君） うん。まあまあ、そう

いう場面も……。 

 赤字がずっと続いてきていると。それでもや

ったときに見込みがあるのかなと。まあ、先の

話だから聞く必要がないのかもしれんけど、ま

だ。 

○委員長（成松由紀夫君） たらればの仮想の

話ですが。（委員増田一喜君「答えていただけ

れば」と呼ぶ）入院病棟を建設した場合の見解

を。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 前回の一般質問で市長のほうも答弁申し

ておりますとおり、財政的なシミュレーション

というのは、既に準備を、シミュレーションを

やっておる状況ではございます。どのパターン

をしましても、シミュレーションで行うと収支

の均衡はとれておりません。 

 ですので、内容にも確かによるとは思います
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けども、すぐすぐ仮に病棟を建てかえたからと

いって、収益がもとに戻るという部分ではない

と思いますし、かなり収支的には、この前、一

般質問でも申し上げたとおり、フルでいくと、

毎年５億程度の収益の不足が出てくるというの

が今のところ見込んでいるところでございます。 

 医者の確保については、確かに医者の確保が

非常に難しいと思います。医者については、そ

の診療地の市立病院が今後どのような内容をや

っていくのかというのがないと、やっぱり医者

のほうの確保というのはなかなか難しいと思い

ます。どういうのをやりたい、どういう部分で

地域医療を支えていきたいという確固たる目的

がないと、やっぱり医者は興味があると言いま

すか何と言いますか、そちらのほうでないと、

やっぱりそこは、何もないところに医者は来な

いと思っとります。 

 簡単ですけども、ちょっとわかりにくいです

けれど。 

○委員（増田一喜君） 決算にはあんま関係な

かったのかもしれないですけどね。ただ、やっ

ぱり決算やったら、次のことも頭ん中あるもん

だから。ただ、地元の人の中には、別に入院病

棟なんかいらんとばいって。今の外来ですか、

それだけあれば私たちは十分という人もおるも

んだからですね。 

 ただ、いろいろちまたでは、いや建てないけ

ん、建てないけんちゅうような、そういう意見

が結構多かったけれども、要らないという意見

もあるなと思ったもんだからですね。そのあた

りの見通しがきちんと立たなければ、やっぱり

次に向かって行けれるのかなと非常に心配して

るもんだから。そういうとこがあったもんだか

らちょっとお尋ねした。余分なことだったです

けどね。一応、そういう余分な質問でした。 

○委員（亀田英雄君） さっき、５億の話が出

たけんちょっと思い出したっですが、５億の計

算ばするときの話で、減価償却はどの程度で見

っとか、そして基準内繰り入れを入れての話な

のか、入れないでの話なのかを聞かせください。 

○委員長（成松由紀夫君） 前回の一般質問の

中でも、４０から５０億程度の建設費、それに

伴い、繰出金を含めた毎年約５億円というよう

な赤字があるというような答弁が執行部からあ

っておりますが、そこのシミュレーションのと

ころの今、亀田委員の御指摘のところの部分は

誰が答えますか。（委員亀田英雄君｢アバウト

でよかよ」と呼ぶ） 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 済みません。ちょっと資料のほうを持っ

てきてませんで、アバウトなところでって言い

ますか、減価償却をですね、５０年間見ており

ます。いわゆるフルに見ております。 

 この前、御説明申し上げましたのが、今の建

物と同じ規模の建物ということになりますので、

当然、今の施設基準で建てますんで、平米単価

もだし、いわゆる一床当たりの金額も相当金額

が上がっております。それにあわせまして、補

助金等がございませんので、起債の償還が３年

据え置きましたらすぐ始まりますんで、起債の

償還、ローンの返済と減価償却、減価償却分で

かなりの部分で赤字が出ます。一般会計からの

繰り入れは、ルールだけで約年間１億円という

ことを見込んでおるところでございます。 

 ちょっと資料がございませんので、詳しいこ

とはちょっとわかりませんけど。 

○委員（亀田英雄君） その５億の中に基準内

を入れた数字なのか入れない数字なのか、ちゃ

んと確認して。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 一般会計からの基準内の繰入金の１億円

を入れたところでなっております。（委員亀田

英雄君「入れたところで」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい、いいですよ。 

○委員長（成松由紀夫君） さきの答弁で、１
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平方メートル当たり４０万円という答弁があっ

とったですね。 

 ほかに何かございませんか。 

○市立病院院長（森崎哲朗君） 増田委員の御

質問に少しだけ補足させていただきたいと思う

んですけども。医師の確保というのは非常に大

事なことでありまして、実は大きな病院ですら

医師の確保は難しいと言われている時代ではご

ざいます。 

 私も１５年前に市立病院のほうに、これは熊

大の大学のほうからの要請で参りました。率直

な感想を申し上げますけども、１５年前の市立

病院は、やはり医師が勤務する環境としては極

めて劣悪でございまして、やはり新しい医師を

獲得するのはかなり難しいだろうなというふう

に来た当初は思っておりました。 

 やはり田中のほうからも説明がございました

けども、やはり病院が今後どうなるのかという

その方向性が医師を確保する上で大きな点には

なるとは思います。鶏が先か、卵が先かという

議論になりますけれども、病院の将来性で新た

に医師を確保していく展開をするという方法で

ございますですね。済みません、補足になった

かわかりませんけども、つけ加えさせていただ

きました。 

○委員（増田一喜君） まあ、お医者さんを獲

得するというのはそれは病院側の話なんでしょ

うけど、私は一般的な話で、別にそこの病院の

職員さんたちは、またもとのとおりという思い

があられるかもしれないけども、地域の人たち

はいろいろ考え持っとられると。必ずしも全体

的に建て直してくれという意思でもないと、そ

ういう話を聞いたもんだから、そういうのもあ

るのかなあという気持ちでちょっとお尋ねした

んですけどね。 

 きちんとなって、先が見通しがなれば、それ

はそれでいいんでしょうけど。ないのにちょっ

とした意見があったからって、それを大きく取

り上げたってしようがないのかなと。もうちょ

っとうまく考えていかないけんとじゃなかっか

なというふうに思ったからですね。 

 まあ、済いませんね、別に決算にあんまり関

係なかったもんで、そういう質問したもんで。 

○市立病院院長（森崎哲朗君） 確かに決算上

の討論の中では、少し論点が私も異なる発言に

なるかと思いますけれども。 

 おっしゃられたように、我々の一般病床は６

６という非常に少ない病床でございました。私

もこちらに勤務した３年間ほどは、果たしてこ

ういう病院が必要なんだろうかということを常

に疑問に感じて仕事をしておりました。 

 その後、労災病院、総合病院という非常に高

度な急性期を展開していただける病院のある恵

まれた地域であるというのは非常に実感いたし

ますと同時に、その後の受け入れ先等の問題が

確かにちょっと偏った部分があるのだなという

ふうに認識するようになりました。 

 現在、地域医療構想、地域包括ケアシステム

の構築という、まさに八代の医療・介護のグラ

ンドデザインを描くような話し合いが進行して

いるのは委員の方々も御承知のこととは思いま

すが、市立病院のやっぱり今後の方向性という

ものを、そういう問題と絡めまして検討してい

ただければと常日ごろ考えるようになっており

ます。 

 地元の方、これはもう宮地の病院として発足

いたしましたんで、やはり病院があったほうが

よいという、しかしながら、全市的に考えたと

きに、果たしてどのような貢献ができるのかと

いうのは非常に問題も抱えております。ただ、

６６床というわずかなものをどう生かすかとい

うのが今問われているのではないかと思います

ので、そういう観点の御意見もですね、聞いて

いただければというふうに思っております。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 
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○委員（髙山正夫君） １点ちょっと気になる

ところがありますので、ちょっと質問させてい

ただきます。 

 ２３ページのですね、病床の利用状況なんで

すが、一般病床が６６、結核病床が３０床ちゅ

うことで、ベッド数の関係もあろうかと思いま

すが、この結核病床というのは実際、２８年度

はゼロ人という形なんですが、その以前からも

うずっとゼロの状況なんでしょうか。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 結核の病床についてはですね、ここ五、

六年、多いときで５床とか、大体一人、二人か

３人というぐらいで、１０に満たることは、ま

ずはここ１０年ぐらいはもうないということで。

結核患者の全体的な全国の結核患者数が減って

はきておりますけども、ゼロにはならないとい

う部分で、当院でも県南のところで病床持って

おりますけども、そこでも３名から多くて５名

というところでございました。 

○委員（髙山正夫君） 済いません。ちょっと

仮定の話で申しわけないんですけど、例えば再

建を考えておられた場合にですね、こういった

結核病床は今後も残していくという考え方なん

でしょうか。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 病院の形態にもよると思います。まず、

医院ですね。１９床以下でございますと、まず

結核病床が持つことができませんので、一応１

９床以上の病院でないといけませんし、これも

先ほどの仮にという話なんですけれども、病床

を持つようになった場合については、結核病床

の３０床は、今、協議をずっと行っております

地域医療構想とは別のステージで話し合われる

部分です。地域医療構想は一般病床についてと

いう部分ですので、この３０床については、県

の結核調整会議のほうで、今後の当院の方向性

をもって、そこでまた県南のどこかにというこ

とで御相談をすることとなると思います。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○市立病院院長（森崎哲朗君） ただいまの田

中の答弁にちょっと補足させていただきますけ

ども、現在、八代地域、それから人吉、水俣の

県南の地域で、やはり結核の患者さんはある一

定程度でやはり発生しておりまして、月に新規

で大体６名から７名程度は発生があっておりま

す。 

 現在、どのように対処しているかと申します

と、緊急入院で行って結核が判明した場合は、

多くの方は熊本南病院、これは松橋のほうにあ

ります、に入院をお願いしております。 

 その中で、高齢で認知症等がひどい場合には

こころの医療センターですかね、あそこは

（｢城南」と呼ぶ者あり）城南のほうにござい

ますかね。それのほうの受け入れ。あと、透析

等を必要とする場合には、熊本の江南病院等で

受け入れていただいているのが現状でございま

す。 

 ただ、熊本南病院も元々１００床の結核がご

ざいましたけども、現在５０床まで縮小されま

して、さらに削減の予定と聞いております。県

南の結核を受け入れるところは我々のところが

唯一でございましたので、今後、全体の話し合

いの中で、やはりこれを市立病院としてどう考

えるのかというのは考えていかなきゃいけない

問題となっているのは事実でございます。（委

員髙山正夫君「ありがとうございました」と呼

ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

 なければ以上で質疑を終了します。意見があ

りましたらお願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） 院長の市立病院の今後

についての御意見もという言葉もあったように

伺いましたので、ちょっと発言をさせていただ

きたいんですが、今まで一般質問で取り扱って

まいりまして、改選前にですね、やはり市立病
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院の存続を求めてということで署名活動をした

ところがですね、私の知り合いのお医者さん、

熱烈に市立病院をどうにかしてくれというお医

者さんが多かったんです。あの署名はこっちか

らお願いした話じゃなくて、そういうことがあ

って聞き及ばれたお医者さん、看護婦さんあた

りがですね、持ち回って多くの署名を集めてい

ただいたというふうな現実でございます。 

 今、現状で建てかえた場合とか、基準内繰り

入れを入れない場合とかという話の中で、経営

状態だけがクローズアップされる議論になって

おりますが、これからの少子高齢化の時代を考

えてですね、そういう声にもしっかり耳を傾け

ていただき、どんなものが本当に八代に必要な

のかというのをですね、しっかり協議していた

だきたいと。そして、いち早く方針を出してい

ただきたいというふうに意見を申し上げたいと

いうふうに思います。 

 私は個人的には必要だというふうに、また申

し添えて意見として申し上げたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第７０号・平成２８年度八代市病院事業

会計決算の認定については、認定するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は認定することに決しました。 

 執行部入れかえのため、小会いたします。 

（午後１時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時４１分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。審査に

入ります前に、郵送にて届いております要望書

については、写しをお手元に配付しております

ので御一読いただければと思います。 

 今回、当委員会に付託となりましたのは陳情

３件です。 

                              

◎陳情第３号・細川三斎公御荼毘所甘棠園跡地

周辺の整備について 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、まず、

陳情第３号・細川三斎公御荼毘所甘棠園跡地周

辺の整備についてを議題といたします。要旨は

文書表のとおりであります。 

 本件について御意見等はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） よくわからない部分が

あってですね、調査をかけたいというふうに考

えます。継続でお願いできればと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） あそこの中で、私はあ

んまり見たことはないんですけどですね、何か

草ぼうぼうとなっているような部分が結構あっ

たように思いますけども。この文書から読み取

れれば、そういうところをきちんと整備して、

八代市民も同じですが、ほかの観光客が来られ

たときにそれを見てもらえればということで出

されたのですので、別に１つのほうで採択をし

てあげてもいいのかなという、私はそういう意

見でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（庄野末藏君） ここの場合はですね、

私たちは小学校は代陽小学校、中学校は一中と

いう、その遊び場というごた感じだったですけ

ど。まずこれを利用されるときは、宮地の祭り

とか塩屋の祭りは、必ず今の神馬なんか、あそ

こに最初は参ってから行くし、獅子もあそこで

１回舞っていくような状況で、私もいつもふだ

んからあそこを見ながら、あそこに入るのは、

代陽小学校から入って行かんばんとだろうか、
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一中のほうから入ってこんばんとだろうかとい

う気持ちを持っていて、なかなか行けないとい

う状況だったですけど。 

 そういう状況であるので、亀田委員が言われ

たように、１回継続して、１回見に行くちゅう

ことも１つの手法だろうというふうに思ってお

りますけど。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

 ただいま継続審査を求める意見と採決を求め

る意見がありますので、どうしますか。 

 通常でいけば、継続から諮りますけれども。

いいですか。（｢どうぞ。諮ってください」と

呼ぶ者あり） 

 それでは、本陳情については継続審査とする

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手少数と認め、

本件は継続審査としないことに決しました。 

 それでは、採決をいたします。 

 本陳情については、採択と決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手多数と認め、

本件は採択とすることに決しました。 

 ただいま採択と決しました陳情１件について

は、これを市長に送付の上、その処理の経過並

びに結果について報告を求めることにいたした

いが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎陳情第４号・八代市食肉センター跡地利活用

について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、陳情第４号

・八代市食肉センター跡地利活用についてを議

題とします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため、書

記に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について御意

見などはありませんか。ありませんか。 

○委員（髙山正夫君） この近隣の食肉センタ

ーの周辺に住んでいる方のお話なんですが、記

の２番で、八代市食肉センターの歴史的云々と

あります。資料館等を設置することについては

ですね、その展示内容等について非常に疑義が

出ております。そういったところから、私とし

ては継続としたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） ほかの皆さんからも本

日は取り立てて御意見もないようではございま

すので、私も引き続き今後審議を継続する取り

計らいがよろしいかと思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、お諮り

いたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しないも

のは反対とみなします。 

 陳情第４号・八代市食肉センター跡地利活用

については、継続審査とするに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は継続審査とすることに決しました。 

                              

◎陳情第７号・森林環境税（仮称）の早期実現

に関する意見書の提出方について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、陳情第７号

・森林環境税（仮称）の早期実現に関する意見

書の提出方についてを議題とします。 
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 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について御意

見などはありませんか。ありませんか。 

○委員（西濵和博君） この件につきましては、

全国の自治体でもいろいろ議論がなされている

状況かとも思いますし、考え方の方向性として

は一定の理解もできるというふうに私自身受け

とめておりますので、本件については採択して

いただければというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しないも

のは反対とみなします。 

 陳情第７号・森林環境税（仮称）の早期実現

に関する意見書の提出方については、採択と決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は採択することに決しました。 

 ただいま採択と決しました本陳情は意見書の

送付を求めたものであります。ついては、本件

を審査した立場上、私どもで発議する必要があ

ると思いますので、当委員会のメンバーで発議

することに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、それで

はそのようにいたします。 

 案文につきましては事務局と調整することと

し、後日、発議の手続をとらせていただきます。 

 なお、趣旨弁明はどなたにお願いいたします

か。 

（｢委員長一任」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、それで

はそのようにいたします。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会します。 

（午後１時５６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５７分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、産業・経済の振興に関する諸問題

の調査に関連して２件、執行部から発言の申し

出があっておりますので、これを許します。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（農

業委員会法の改正と本市の対応状況について） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、まず、

農業委員会法の改正と本市の対応状況について

をお願いいたします。 

○農業委員会事務局長（橋本勇二君） 皆さん、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

農業委員会事務局長の橋本でございます。よろ

しくお願いします。 

 所管事務調査の農業委員会法の改正と本市の
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対応状況についてを説明させていただきます。

座って説明させていただきます。 

 改正農業委員会法につきましては、昨年、平

成２８年４月１日より施行され、その内容は、

選任方法など大きく変更されたところでござい

ます。 

 本市におきましては、来年、平成３０年８月

１日に法律改正後初めての改選を迎えることか

ら、現在新たな法律に沿い、その準備を進めて

いるところでございます。 

 そこで、本日は農業委員会法の改正の概要と、

これに伴う本市の対応状況などにつきまして御

報告させていただくものでございます。 

 事前にお配りしております資料、農業委員会

法の改正と本市の対応状況についてをごらんい

ただきたいと思います。この資料に沿いまして

御説明いたします。 

 １ページから２ページにかけまして、２枚目

でございます。今回の主な改正点を３点ほど書

いております。 

 まず、四角の１番、農業委員会事務の重点化

としておりますが、言いかえますと、これは農

業委員会の業務内容を拡充し、その機能を強化

するということでございます。 

 改正前は、農業委員会の業務として①農地法

等によりその権限に属された事項、これは農地

法第３条の所有権移転等の許可や第４条の転用

許可などの業務でございます。②担い手への農

地集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消、

③法人化、その他農業経営の合理化などの業務

を担うこととなっており、そのうち①が必須業

務、②、③につきましては任意業務となってお

りました。 

 しかし、今回の改正では、②担い手への農地

集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消も必

須業務として位置づけられたところです。これ

は、地域の需要や現場に精通した人材を活用す

ることで農地の集積、集約化、遊休農地の発生

防止、解消をより一層推進することを狙いとし

ており、このことにより農業委員並びにこの後

御説明します農地利用最適化推進委員の業務も

大幅にふえると考えております。 

 次に、四角の２、農業委員の選出方法の変更

でございます。これまでは公選制、いわゆる選

挙と市町村長の選任という２つを併用する形で

行われてきました。八代市の場合は選挙により

３０人、それに土地改良区、農業共済、農協か

ら各１人、市議会から４人の推薦をいただき、

合計３７人の委員で現在組織されているところ

です。 

 しかし、改正後は市町村長の任命制のみで行

うことに改められました。ただし、これには市

議会の同意が必要となっているところでござい

ます。 

 また、任命するに当たっては、過半数を認定

農業者が占めること、農業者以外の者で中立的

な立場で公正な判断をすることができる者を１

人以上入れること。女性、青年の積極的な登用

を図ること。定数は現行の半分程度とすること。

任命においては、推薦、公募を実施することな

どが条件となっています。 

 なお、これまでは、選挙区ごとに定数が定め

られており、その定数を超えた地区については

選挙によって選出されておりましたが、改正後

はそうした区域は設けず、市全体を１つの区域

として農業委員の公募を行った上で任命するこ

ととなっております。 

 また、これまで４人の議会からの推薦をいた

だいておりましたが、この改正により市議会は

任命に対する同意を行ってもらうことから、議

会からの推薦はできないことになりました。 

 次に、四角の３番、農地利用最適化推進委員

の新設でございますが、これは今回の改正で新

たに設けられた制度でございます。この推進委

員はこれまで農業委員が行っていた業務の中で、

特に現場活動を積極的に推進していくために、
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農業委員とは別に設置されるものでございまし

て、下のフロー図にありますように、農業委員

と密接に連携を図りながら業務を行うこととな

っております。 

 また、農業委員は区域を設定せずに選任する

のに対し、推進委員は農業委員会が定める区域

ごとに推薦、公募を実施し、農業委員会が委嘱

することとなっております。 

 主な業務内容としまして、先ほど１ページで

も御説明しました②の担い手への農地の集積、

集約化や遊休農地の発生防止、解消といった現

場活動を中心に行うこととなります。なお、定

数につきましては、政令で定める基準に従い、

農業委員と同様に条例で定めることとなってお

ります。 

 以上、農業委員会法の改正の内容の概要を申

し上げましたが、こうした法改正を受けまして、

本市農業委員会はどのようになるのかにつきま

して３ページに記載しております。 

 八代市農業委員会の主な変更点ということで、

左側が改正前、現在ということになります。右

側が改正後の案ということになります。 

 現在は、農業委員が農地の権利移動の許可等、

委員会での意思決定を行うこととともに、農耕

作放棄地パトロール等の現場活動も行っている

ところでございます。 

 改正後は、農業委員に合わせて新たに推進委

員が設置され、農業委員が主に委員会での意思

決定などの業務、推進委員が主に耕作放棄地の

パトロールや農地の集積、集約化に向けた現場

活動等の業務を担っていただくことを想定して

おります。 

 また、選出方法は、先ほど御説明しましたよ

うに、これまでは公選制と選任制の併用で行わ

れてきましたが、改正後は、農業委員は推薦、

公募による市長の任命制、市議会の同意が必要

です。推進委員は、推薦、公募による農業委員

会への委嘱制へと変わります。 

 それから、定数につきましては、現在３７名

で、その報酬につきましては、表内に記載され

てあるとおりでございます。改正後の定数並び

に報酬につきましては、１２月議会に関係条例

案を御提案すべく、現在検討を重ねているとこ

ろでございます。この検討につきましては、３

７人の農業委員の中から、各選挙区代表などの

９人の農業委員と農林水産政策課、農業委員会

事務局とで農業委員会定数等見直し検討会を組

織いたしまして、新制度に係る研修会や先行自

治体への視察研修など、情報収集を行いながら

検討を重ねているところでございます。 

 そうして検討しました結果は、３ページの中

段以降にありますように、定数条例や報酬条例

及び関連する規定という形で整え、条例に関し

ましては、１２月議会に御提案したいと考えて

おります。 

 次に、４ページでございますが、これまでの

経過と今後のスケジュールを記載しております。

５月から９月にかけましては、今、御説明しま

したように、検討会で情報収集や協議を行って

いる主なものを書いてございます。 

 そして、中ほどの１０月の経済企業委員会で

の説明が本日でございます。今後でございます

が、１２月議会に条例等を御提案すべく引き続

き準備を進めてまいります。そして、年明けか

ら３月まで推薦、公募に向けた準備を進め、４

月から１カ月間募集を行いたいと考えておりま

す。 

 募集期間終了後、５月に候補者評価委員会で

候補者の評価を行い、評価委員会はその結果を

市長に報告いたします。そして、６月議会にお

きまして、農業委員に対する任命同意をいただ

くこととしております。同意が得られましたら、

８月１日に、市長が農業委員の任命を行います。

同日に、推進委員につきましては、新たに選任

された農業委員会より委嘱をする運びとなりま

す。 
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 以上のようなスケジュールで進めていきたい

と考えているところです。 

 特に、この議会に直接関係するところを繰り

返しますと、１２月に定数並びに報酬に関する

条例、来年３月にそれにかかわる予算、それか

ら６月に農業委員の任命同意というスケジュー

ルを御承知おきいただければと思います。 

 次に、５ページから６ページでございますが、

先ほど３ページで定数と報酬については、現在

検討中ということで御説明を申し上げましたが、

これについてもう少し説明を加えさせていただ

きたいと思います。 

 農業委員会の定数につきましては、市町村で

何人でも自由に定められるものではなく、５ペ

ージにありますように、農業者数と農地面積に

よって上限が定められております。 

 八代市の場合は、区分の（２）に該当します

ので、これまでは３０人、これに議会や団体か

らの推薦枠７人を加えて合計３７人で活動を行

ってきているところですが、改正後は１９人が

上限となります。推進委員を委嘱するかしない

かでも違うわけですが、推進委員を委嘱しない

ことができる農業委員会については、米印に書

いてありますとおりに条件がありまして、八代

市の場合はこの条件を満たさないため、推進委

員を委嘱することになります。したがいまして、

農業委員の上限は１９人ということになります。 

 下段の農地利用最適化推進委員の定数につき

ましては、農地面積１００ヘクタールに１人程

度とされておりまして、八代市の場合は、計算

上の上限は６３人となります。仮に２つの上限

値を足し合わせますと８２人となりますが、こ

れは農業委員会の効率的な観点からも現実的で

はなく、推進委員の地区設定、拡充された業務

内容、委員報酬など、予算面などから総合的に

判断していくこととなります。 

 参考までに、先行自治体においては、現行の

二、三割増の定数で設定されているところが多

いようであります。 

 ６ページの報酬についてでございますが、今

回の制度改正に伴い、農地利用最適化交付金と

いうのが交付されることとなりました。これは、

農業委員や推進委員の活動実績や成果に対して

交付されるもので、委員報酬の一部に充てるこ

とができるものでございます。先行自治体でも

交付金を活用した報酬体系となっており、本市

でもこれらを参考に検討しているところでござ

います。 

 以上、農業委員会法の改正内容並びにそれに

伴う本市の準備状況ということで御報告申し上

げました。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か

質疑、御意見などはありませんか。 

 ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、以上で農業委員会法の改正と本市

の対応状況についてを終了いたします。 

 執行部入れかわりのため小会します。 

（午後２時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１５分 本会） 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（八

代民俗伝統芸能伝承館（仮称）について） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）の整

備についてをお願いします。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）お疲れ

さまでございます。経済文化交流部の桑原でご

ざいます。 

 八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）でございま

すが、の整備につきまして、文化振興課一村課

長より御報告をさせていただきます。よろしく

お願い申し上げます。 
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○文化振興課長（一村 勲君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）文化振興課の

一村でございます。失礼ながら、着座にて説明

をさせていただきます。 

 お手元に、ファイルとじの基礎調査概要書と

いう資料と、あと１枚物の八代民俗伝統芸能伝

承館（仮称）についての資料をお配りしてると

思いますが、不足はございませんでしょうか。 

 それでは、まず基礎調査概要書の１ページを

お開きください。なお、この後、八代民俗伝統

芸能伝承館（仮称）という名称を単に伝承館と

読みかえさせていただきます。 

 今年度、伝承館建設にかかる基礎調査業務委

託費の予算を御承認いただいたところでござい

ますが、去る９月末に基礎調査が完了いたしま

したので概要を報告させていただきます。 

 まず、この基礎調査実施の目的でございます

が、妙見祭を始めとする市内各地の民俗文化財

の保存継承と交流促進を目指しまして、情報発

信拠点基地を建設するに当たり、伝承館に求め

られる施設像というものを明確にするため実施

したところでございます。 

 次に、市内各民俗文化財の現状につきまして

は、聞き取りの結果、少子高齢化による構成員

の減少、資金不足による衣装などの劣化、収蔵

施設の整備状況など５つの課題が挙げられたと

ころでございます。 

 これらを、５つの課題をクリアするために施

設整備のコンセプトを、以下にございます①継

承、②発展、③交流の３点としたところでござ

います。 

 次に、伝承館の位置づけと役割でございます

が、まず本市の伝統芸能の保存継承と交流促進

を図る中核施設として位置づけをいたしまして、

伝統芸能を生かした持続可能な地域おこしを目

指すということ。他方、市内各地の既存の収蔵

及び展示施設につきましては、地域拠点といた

しまして、伝承館と連携するということでござ

います。 

 なお、小さい文字で申しわけございませんが、

２ページの上の図はそのイメージ図となってお

ります。 

 次に、本年６月に関係団体参加によりますワ

ークショップを開催したところでございますが、

そこでは、稽古する場所や保管する場所がない、

後継者がいないなどといったさまざまな意見が

出され、それぞれ右の欄に集約の解決策が記載

されております。 

 続きまして、３ページをごらんください。こ

の基礎調査におきましては、富山県の高岡御車

山会館と出町子供歌舞伎曳山会館及び埼玉県の

川越まつり会館の３つの類似館について、ヒア

リングを行いました。 

 その中で、建物につきましては、十分な収蔵

庫の高さの確保や吹き抜けを用いた展示空間、

展示室につきましては、歴史文化の体験を、そ

のほか、笠鉾組み立てスペースの確保など、考

慮した設計が望まれるとの結果が出されており

ます。 

 続きまして建設地の検討でございますが、八

代妙見祭保存振興会が平成２４年に発表しまし

た提言書に記載の下の５カ所につきまして、建

物の想定面積、文教施設との連携、用地取得費

の有無、交通アクセスの利便性など６つの視点

から、課題の整理、検討を行ったところでござ

います。 

 この６つの視点で点数化しましたところ、候

補地５の八代市厚生会館第２駐車場、これは厚

生会館西側の駐車場のことでございますが、こ

こが最も評価が高く、ワークショップにおきま

しても、この場所に意見が集約されたところで

ございます。 

 ここで、別紙、八代民俗伝統芸能伝承館（仮

称）についての資料をごらんください。１枚物

の資料でございます。 

 下半分の図が第１候補地の現状と整備のイメ
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ージ図でございます。左側に市立博物館、裁判

所、厚生会館が並んでおりますが、赤く表示さ

れた部分が都市公園の八代城跡公園でございま

す。この公園内にあります博物館、図書館、厚

生会館などの建物の合計面積が現状では都市公

園法で許容された建築面積を超過し、条件つき

で了承されているところでございます。 

 右の図をごらんください。伝承館の場所のイ

メージ図でございます。ここには現在、厚生会

館別館がございますが、これを解体し、都市公

園に含まれない場所に伝承館を建設することを

考えております。 

 このことにより、まず都市公園での建物面積

が減りまして、都市公園法の許容面積超過の解

消が図られます。次に、敷地内の駐車スペース

が広がり、インバウンド需要に対応できるよう

大型バス駐車場の確保が図られます。さらに、

練習や公開の場である伝承ルームを設けること

で、これを隣接する厚生会館ホールのリハーサ

ル室としての活用も見込んでおります。このよ

うな利点があることからも、ここを第一候補地

としたところでございます。 

 恐れ入ります、再び概要書の３ページの説明

に戻らさせていただきます。 

 伝承館に必要な機能といたしまして、防火や

防災対策を施した各出し物を収容する収蔵機能、

民俗芸能の練習や公開ができるスペースである

伝承ルームのある継承・後継者育成機能、多言

語情報発信や文化財としての価値を損なわない

ガイダンス機能、そして、コミュニティースペ

ースや会議室を設けた公益空間機能の４つが挙

げられております。 

 次に、伝承館の規模につきましては、先ほど

の４つの機能を満たすために必要な最小面積を

下の概念図に色分けしてお示ししております。 

 なお、この図は２階建てを想定したものにな

っておりまして、各機能の配置は仮置きであり

ますことをあらかじめ申し添えておきます。 

 まず、１階の赤色部分が収蔵機能で約３００

平方メートル、緑色の継承・後継者育成機能が

１５０平方メートル、紺色の事務所・学芸員室

等が約１６０平方メートル、紫色のガイダンス

機能が約２８０平方メートルです。 

 右側の２階部分にもガイダンス機能が表示さ

れておりますが、これは２階まで吹き抜けにな

っていることをあらわしております。そのほか、

オレンジ色の会議室と和室が合わせまして約２

６６平方メートル、そのほか水色のトイレ部分

などを含みまして、建物全体で約２０００平方

メートルを想定いたしております。 

 次に、伝承館建設計画の基本的な考え方とい

たしましては、３つのコンセプトをもとにする

とともに、ユニバーサルデザイン、バリアフリ

ー、耐震性能などや今後の実現化方策の検討を

行いました。 

 最後に、今後の課題といたしましては、収蔵、

展示、情報発信などの方法の検討や体験型事業

の検討など、ごらんの９項目でございます。 

 以上で基礎調査概要書の説明を終わらせてい

ただきます。 

 再び、別紙八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）

についての資料をごらんください。 

 上のほうに建設整備のスケジュール案と示し

ておりますが、基本実施設計業者選定はプロポ

ーザル方式を予定しておりまして、また、平成

３０年度早々にも建築及び展示の基本実施設計

に取りかかれますよう、１２月議会におきまし

て、業者選定委員会費用を補正予算にて、また、

基本実施設計費につきましては、債務負担行為

でそれぞれ計上させていただきたいと考えてい

るところでございます。 

 その後、年明け３月までに設計業者選定を行

い、年明け４月に契約、そして来年度いっぱい

を基本実施設計期間として予定をいたしており

ます。 

 伝承館は平成３２年１２月竣工を目指してお
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りまして、工期は約１８カ月間を見込んでいる

ところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（増田一喜君） ３ページで、建設地の

検討ちゅうて５カ所ほど書いてあったんですけ

ど、これ、１枚物にしてんのは、これは第５番

目の候補地を出してあるのかな。（文化振興課

長一村勲君「はい、そうでございます」と呼

ぶ） 

 何でほかのとこの場所は一々しなかったんで

しょうかね。５カ所あるけど、この５カ所が決

まりということなんでしょうか。 

○文化振興課長（一村 勲君） ３番目の建設

地の検討のところで、候補地５を第一候補とさ

していただきました関係で、それをより詳しく

イメージしていただくために、この１枚物の資

料をつくらせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） これ写真合うとっとか

な。（｢合ってますよ」と呼ぶ者あり）何か建

物の長さが違うような見え方するんやけど。ま

あ、いいや。後から聞きます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかに何かございませんか。 

○委員（庄野末藏君） 今、ここの場所だった

ら、有力候補地ですけど、代陽幼稚園が駐車場

として使いよるですね。年に３回か４回ぐらい

は。そこの代替地ちゅうか、それはどこか確保

するとか何か考えてあっとですかね。 

○文化振興課長（一村 勲君） まだ幼稚園さ

んの駐車場の代替地確保につきましては、議論

はこれからのところでございまして、また、当

日、厚生会館及び伝承館あたりでのイベントの

有無、その他にも関係してこようかと考えてお

ります。できるだけ幼稚園さんにですね、建設

に係る御迷惑がかからないようにしていきたい

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかに。 

○委員（増田一喜君） さっさっさって説明さ

れたからもう追いつき切らんだったんだけども、

展示室は、これはガイダンス室になるちゅうこ

とですか、１つは。 

○文化振興課長（一村 勲君） はい、そのと

おりでございます。 

○委員（増田一喜君） もう一つ。ここに展示

室ですね、伝承館をつくるってなったら、これ

の管理は結局は市の職員さんがするんですか。

それとも、これを実際に神行行事なんかされる、

今まで町内とかがずっと守ってこられたけども、

そういうとこの関係はどうなるんですか。 

○文化振興課長（一村 勲君） 今後、建設後

の館の運営となります。これはまだこれから検

討すべきところでございまして、今のところ、

どの団体にお任せするといったことはまだ決ま

っておりません。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかに。 

○委員（増田一喜君） ちょっと心配すんの。

今まで一生懸命、こう町内で守ってこられた。

だけど、こうやってつくりました。はい、行政

が管理するその施設に入れました。私、ほっと

しました。もういいのかなといったら、今まで

の意気込みが果たして続くのかなと、そういう

ちょっと心配があるんですよね。そこらあたり

十分協議してもらって、入れるのは入れるんだ

けど、ちゃんとそこを後継していくっちゅう、

そういうのもきちんと今までどおりやってもら

わないと。行政にお任せしました、はいとなっ

てくると、今度は行政の仕事量が大変ふえてく

るちゅうことになるし、また、それに対する予

算もまたふえてきやせんかなちゅう、その懸念

があるもんだから、そこらあたりきちんと対応

しとってもらえるように考えておられるのかな
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と思って。 

○文化振興課長（一村 勲君） ありがとうご

ざいます。今後、館の運営につきましては、関

係団体の皆さんとも協議をしていくと思います

が、この施設の最大の目的が伝統文化財の保存

と継承ということでございますし、それに向け

た動きが何がベストなのか、そういったところ

を探りながらですね、考えていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） 選定箇所ですけども、

ワークショップで最も評点が高かった候補地が

この写真に載ってるんですけども、場所的に、

せっかく新しくいいものをつくるのであれば、

メーンストリートがお城側と図書館側とするな

らばですね、そちらのほうから、何か、これ裁

判所ですか、これに隠れて見えんごとなっとじ

ゃなかかなという気もするんですけども。 

○文化振興課長（一村 勲君） 御指摘のとお

り、現在地におきましては、厚生会館ホールと

裁判所さんの建物の陰になるんじゃなかろうか

と、御懸念はもっともでございます。 

 ただ、ホールの前の芝生部分につきましては、

史跡ということで、その上に建設ができないこ

とになっております。その上で、一番駐車場を

広くとれて活用が便利な場所というところで、

この白く塗った部分ですね、想定したところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。 

○委員（西濵和博君） きょうの御説明、中身、

御丁寧に御説明いただきましてありがとうござ

いました。さきの議会の一般質問の中で、本件

について質問なされた議員さんいらっしゃいま

したが、その折、候補地については、きょうお

示しいただいたところが有力な候補地というよ

うな表現でいらっしゃったかと思いますが、本

日の委員会への御説明については、今後いろい

ろな調査をしていく中において、位置がどこか

という非常に大事な時期を迎えているというふ

うに認識しておりますけれども、市の方針とし

て、ここにというような１つの御意思を表現、

明確にお示しになられたというような受けとめ

方でよろしいでしょうか。 

○文化振興課長（一村 勲君） おっしゃると

おりでございます。 

○委員（西濵和博君） １つの節目を迎えたな

というふうに思いますし、しかるべき委員の皆

様方が総合的に、客観的に評価なされた結果だ

というふうに重く受けとめますので、理解をし

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） 計画がここまで進んで

きてという、もう全然ほとんど知らなかったと

いう不名を恥じるばかりなんですが、平成３２

年１２月竣工ということは、新庁舎建設の完成

と同時ですよね。ですよね。 

 で、ここまでこんなものできるという、全然

引っかかってもおらんだったもんですけん、今

いろんな事業が計画されとっじゃなかですか。

それの外づけになるの、この予算的にですよ、

外づけになるのか、財政的にその内枠になるも

のなのかちゅう――。私にすれば、唐突感が否

めんとですたい。既存の流れの中で、外づけに

予算も持ってこられるのか。その財源ってのは、

一般質問では有利な財源ってしか聞かんだった

んですが。財源の手当も含めて、外づけなのか、

何て言いますか、既存の今までの予算の流れの

中で対応されるつもりなのか。財政的なものが

わからんて言いなればそこまでですばってんが、

全庁的な把握の中で、どのような流れになるの
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か。予算的な面をわかってる範囲でお知らせく

ださい。 

○委員長（成松由紀夫君） 財源の根拠につい

て。 

○文化振興課長（一村 勲君） 財源について

は、これまで、一番最も有利なものということ

で表現しておりましたが、今のところ合併特例

債を考えておりまして、その３２年の１２月と

いったものも合併特例債の期限を見込んだとこ

ろでの期間でございます。 

○委員（亀田英雄君） 外づけなのかというで

すよ。いろんな財政の流れがあっとじゃなかで

すか、事業費。で、これまたすぐ、今までの特

例債の流れの中に足してこれを計画されたのか。

わかりますか、意味は。 

 既存の財政の流れの枠内で計画さるっとです

か。特例債の期限に間に合わせたちゅうことな

らば、外づけなんでしょうっていう感がいたし

ますが。今、特例債って初めて聞いたもんです

けん。そげん話になっとですけど。 

○委員長（成松由紀夫君） 誰が答えますか。 

○文化振興課長（一村 勲君） 今お尋ねの件

でございますが、財政サイドとも協議をいたし

まして、委員さんがおっしゃるその外づけとい

うことになろうかとは思います。（委員亀田英

雄君「外づけですね。わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）の整備につい

てを終了します。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について、

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

所管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び陳情１件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き閉会中の継続審査及び調査の

申し出をいたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもって経済企業委員会を散会い

たします。お疲れさまでした。 

（午後２時３８分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年１０月１１日 

経済企業委員会 

委 員 長 
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